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近
世
遠
賀

川
水
運
史

に
関

す
る
覚
書

福

岡

藩

焚

石

会

所

設

置

ま

で

井

奥

成

彦

は
じ
め
に

近
世
の
遠
賀
川
水
運
に
関
す
る
研
究
は
、
瓜
生
二
成
氏

の
研
究
以
来
い
く

つ
か
の

貴
重
な
成
果
の
積
み
重
ね
が
成
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
近
世
後
期
以

降
、
特
に
石
炭
輸
送
と
の
関
連
か
ら
、
文
化
十

三
年

の
福
岡
藩
の
芦
屋

・
若
松

へ
の

焚
石
会
所
設
置
以
降
に
関
す
る
叙
述
が
主
と
な

っ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
関

す
る
研
究
は
手
薄
の
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
先
学

の
成
果
を
取
り
入
れ

つ

つ
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
史
料
や
新

し
く
見
出
さ
れ
た
史
料
も
含
め
て
、

焚
石
会
所
設
置
ま
で
の
遠
賀
川
水
運
に
関
す
る
筆
者
な
り
の
現
段
階
で
の
ま
と
め
を

し
て
お
こ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

(
1
)

瓜
生

二
成

「
遠
賀

川
流
域

に
於
け
る
石
炭
運
送
の
史
的
展
望

(福
岡
県
立
若
松
高
等

学
校
郷
土
研
究
会

『
研
究
紀

要
』
第
五

・
六

集
、

一
九
五
三

・
四
年

)

(
2
)

野

口
喜
久
雄

「
近
世
中

期
北

九
州
海
上

輸
送
権
を
め
ぐ
る
争
論

に

つ
い
て
」

(
『
九

州
史
学
』

20
、

一
九
六

二
年

)
、
同

「
江
戸
時
代

の
遠
賀
川
の
水
運
-

特

に
そ

の
機
構

に

つ
い
て

ー

」

(
『
史
淵

』
91
、

一
九
六
三
年
)
、
隅
谷
三
喜
男

『
日
本
石
炭
産
業
分

析
』

(岩
波
書
店

、

一
九
六

八
年
)
、
藤
本
隆
士

「
近
世
後
期

・
明
治
前
期

、
遠
賀
川

に

お
け

る
川
騰
」

(
秀
村
選
三

・
作
道
洋
太
郎

・
原
田
敏
丸

・
安
岡
重
明

.
森
泰
博

.
竹
岡

敬
温
編

『
近
代
経
済

の
歴
史
的
基
盤
』
、
ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房
、

一
九
七
七
年

)

(
3
)

芦
屋

・
若
松

の
焚
石
会
所
設
置

の
年
代

に

つ
い
て
は
、
瓜
生

二
成

、
前
掲
論
文
以
来
、

文
政
期
と
さ
れ

て
き
た
誤
謬
を
松
下
志
朗
氏
が
正
し

て
お
ら
れ
る

(
「
福
岡
藩

の
焚
石

.

石
炭
旅
売
仕
組

に

つ
い
て
」
、
前
掲

『
近
代
経
済

の
歴
史
的
基
盤
』
所
収

)
。

一
、
近
世
初
期
に
お
け
る
遠
賀
川
改
修
工
事

近
世
初
期
に
は
全
国
的
に
大
規
模
な
河
川
の
付
け
替
え

・
開
削
工
事
が
行
わ
れ
た
。

そ
れ
は

一
つ
に
は
治
水
の
た
め
で
あ
り
、
ま
た

一
つ
に
は
水
運
の
た
め
で
あ

っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
近
世
に
入

っ
て
幕
府
主
導
に
よ
る
石
高
制
の
社
会
と
な
り
、
よ
り

多
く
、
し
か
も
安
定
的
に
生
産
を
あ
げ
、
か

つ
大
量
の
現
物
地
代
と
し
て
の
米
穀
を

運
搬
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

福
岡
藩
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
か

っ
た
。
同
藩
領
内
最
大
の
河
川
遠
賀

川
は
流
域
に
広
大
か

つ
肥
沃
な
平
野
を
持

っ
て
お
り
、
ま
た
大
治
五
年

(
一
一
三
〇
)

流
域
の
荘
園
年
貢
を
輸
送
し
た
記
録
が
残

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
そ

の
水
運
の
歴
史
は
古
い
の
で
あ
る
が
、

「
森
雨
毎
に
洪
水
氾
濫
し
」
、
安
定
性
に
欠
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け
て
い
た
。
そ
こ
で
初
代
藩
主
黒
田
長
政
は
慶
長
五
年

(
一
六
〇
〇
)
の
入
部
以
来

流
域
の
年
貢
の
安
定
的
確
保
と
増
収
、
水
運
の
安
定
化
を
図
る
諸
政
策
を
行

っ
た
。

慶
長

一
八
年
着
工
の
遠
賀
川
本
流
付
け
替
え
工
事
は
そ
の
中
の

一
つ
で
あ
る
。

こ
の
工
事
は
慶
長

一
七
年

=

月
に
長
政
が
計
画
を
立
て
、
翌
年
の
正
月
よ
り
着

工
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
工
事
は
芦
屋
か
ら
垣
生
を
経
て
鞍
手
郡
奈
良
津
に
至
る

範
囲
で
行
わ
れ
、
御
牧

・
鞍
手

・
宗
像

・
嘉
麻

・
穂
波
五
郡
の
百
姓
計

一
二
万
八
九

二
〇
人
に
夫
役
を
命
ず
る
大
工
事

で
あ

っ
た
が
、
結
局
寛
永
五
年

(
一
六
二
八
)
完

成
し
、
遠
賀
川
本
流
は
従
来
の
下
大
熊
村
付
近
か
ら
西
川
筋
を
経
て
古
賀
村

・
浅
川

村

へ
流
れ
る
コ
ー
ス
か
ら
左
岸
は
垣
生
村
か
ら
広
渡
村
ま
で
、
右
岸
は
中
間
村
か
ら

古
賀
村
を
経
て
浅
川
村

へ
流
れ
る
コ
ー
ス
と
な

っ
た
。
古
賀
村
よ
り
も
上
流
は
現
コ
ー

ス
と
同
じ
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
元
和
六
年

(
一
六
二
〇
)
に
は
長
政
は
遠
賀
川
を
自
ら
視
察
し
て
遠
賀
堀
川

開
削
計
画
を
立

て
て
い
る
が
、
そ
の
意
図
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

底
井
野
村
の
下
に
て
、
本
川
筋
よ
り
東
の
方

に
新
川
を
掘
、
遠
賀
川
を
分
ち
み

ち
び
き
て
、
吉
田
折
尾
村
を
す
ぎ
、
長
崎

に
出
て
、
海
に
入
ら
は
、
水
勢
二
に

わ
か
れ
、
其
上
ひ
き

、
方
に
は
や
く
流
れ
落
て
、
洪
水
分
災
な
く

、
殊
盧
屋

に

ゆ
か
ず
し
て
、
吉
田
よ
り
直
に
黒
崎
に
船
通
り
な
ば
、
嘉
摩
、
穂
波
、
鞍
手

の

諸
郡
よ
り
も
、
運
漕
容
昇
や
し
で
自
由
な
ら
ん
、
然
ら
は
諸
人
の
便
り
宜
し
か

る

へ
し
、
本
川
も
半
は
盧
屋
に
流
れ
は
、
盧
屋

へ
の
運
漕
の
妨
に
も
成
ま
し
と

て

〔以
下
略
、
傍
点
筆
者
〕

こ
の
計
画
も
や
は
り
治
水
と
水
運
の
両
方
を
考
慮
し
て
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
工
事
は
翌
年
着
工
さ
れ
た
が
、
元
和
九
年
長
政
の
死
去
に
伴
な
い
中
止

さ
れ
た
。

近
世
初
期
に
お
け
る
遠
賀
川
改
修
工
事
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
河

川
改
修
工
事
は
全
国
的
に
技
術
水
準
の
低
さ
な
ど
か
ら
中
止
に
終

っ
た
ケ
ー
ス
が
多

い
が
、
こ
の
遠
賀
川
に
つ
い
て
も
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
要
素
は
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、

本
流
古
賀
村
以
下
の
工
事
は
延
享
元
年

(
一
七
四
四
)
に
、
堀
川
工
事
は
宝
暦
元
年

(
一
七
五

一
)
以
降
に
と
、
近
世
初
期
に
果
せ
な
か

っ
た
課
題
は
い
ず
れ
も
中
期

に

持
ち
越
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
初
期
の
本
流
古
賀
村
以
上

の
工
事

に
関
す
る
限
り
、

拡
幅

・
浚
渫
に
よ
り
の
ち
に
水
運
の
大
動
脈
と
な
る
ル
ー
ト
が
確
定
し
た
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、
治
水
の
み
な
ら
ず
水
運
に
と

っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ

っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
そ

の
最
大
規
模

の
も

の
は
江
戸
幕
府

に
よ
る
利
根

川
東

遷

工
事

で
あ

っ
た

(
木

村
礎

『
村

の
語
る
日
本

の
歴
史
』
近
世
編
①

(
そ
し

え
て
、

一
九

八
三
年

)

一
七

一
-

一
七

八

頁
、
大
熊
孝

「
江
戸
と
利
根

の
水
運
」

(
『
週
刊

朝

日
百
科
』

「
日
本

の
歴
史
」
30
、

一
九
八
六
年

一
一
月

、
六

-
二
三
三
頁
)
な
ど

)
。

(
2
)
観
世
音
寺
文
書
、
大
治
五
年

一
一
月
五

日

「
観
世

音

寺
筑

前
碓

井
封

年
貢

送
文

」

(

『
大

日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
八

「
東
大

寺
文
書
之
五
」

(
一
九
五
五
年

)
三
九

一
頁

)

(
3
)

「
福
岡
県
碑
誌
」

(
『若
松
市

史
』
前
編

(
一
九
三
七
年
)

一
五
〇
頁
)

(
4
)
竹
森
文
書

(
同
前

、

一
五
四
ー

一
五
七
頁

)

(
5
)

『
遠
賀
町
誌

』

(
一
九

八
六
年

)
五
二
頁

(
6
)

「
筑
前
国
続

風
土

記
」

の
う
ち

「
遠
賀
堀
川
」

の
項

(
『
福

岡
県
史
資
料
』
続
第

四
輯

「
地
誌
編

」

一

(
一
九

四
三
年

)

三
〇

七

-
三
〇

八
頁

)

。

そ
の

ほ
か
同

様

の
記
事

が

「
黒
田
家

譜
」
十

四

(
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
三
輯

(
一
九

三
四
年

)

一
七

四

-

一
七

五

頁

)
な
ど

に
も
見
ら
れ
る
。

(
7
)
同
前

(
8
)
福
岡
藩

で
は
寛
文
四
年

(
一
六
六

四
)
に
御

笠

・
那
珂
二
郡

の
場
川
開
削
計
画
が
あ

っ
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た
が

、
着
手

の
後
中
止
と
な

っ
て
い
る
。

〔
寛
文

四
年

〕
八
月

〔中
略

〕
当
国
上
座

郡

・
下
座

郡
路
程
遠

く
し
て
、
運
送

に
人
力
を

労
す

る
故

に
、
千
年
川

よ
り
新

川
を
開

き

て
、
ほ
り
通
し
、
御
笠
郡
を
経

て
、
那
珂
郡
比

恵
川

に
導
き

い
れ

、
川
船

を
以
て
運
漕

す
れ
は
、
甚

便
よ
き
に
依

て
、
今
度
大
御
目
付
兼

松
下
総
守

、
保

田
若
狭
守

を
以
、
老
中

に
う
か

＼
ひ
、
疏
竪
の
功

を
始
め
ら
れ
し
か
と
も
、

道
遠
く

、
岩
石
多

く
し

て
、
人
工
甚
費
る
に
依

て
、
其
事

や
み
ぬ
。

(
「黒
田
新
続
家
譜
」

二

「
寛
文

四
年
」

の
項

(
『
福
岡
県
史

資
料
』
第
四
輯
、

一
九

三
五
年

、
二
〇
〇
頁
)
)

こ
の
計
画

は
寛
延

二
年

(
一
七

四
九
)
に
再
燃

し
同
四
年
着

工
、
宝
暦

三
年

(
一
七
五
三
)

竣
工

、
同

四
年
開
通

し
た
が
、
水

が
乏

し
か

っ
た
た
め
そ
の
年

の
う
ち

に
廃
止
し

て
い
る

(
「
福
岡
藩
民
政
誌
略

」
の
う
ち

「
御
笠
、
那
珂
二
郡
堀
川
」
の
項

(
『
福
岡
県
史
資
料
』

第

一
輯

、

一
九

三
二
年

、
三
七
九
頁
)
)
。

二
、
近
世
中
期
ま
で
の
遠
賀
川
水
運

i

領
主
的
流
通
の
展
開

1

近
世
初
期
遠
賀
川
に
お
い
て
河
川
水
運
が
ど

こ
ま
で
遡

っ
た
か
を
示
す
明
確
な
史

料
は
乏
し
い
が
、
細
川
小
倉
藩
の

「
日
帳
」
寛
永
元
年

(
一
六
二
四
)
八
月

=
二
日

の
項
に

「

.
宅
ま
ノ
者
と
田
川
ノ
河
請
之
者

、
丸
木
舟
出
入
之
儀

二
付
、
米
田
与

右
衛
門

・
利
斎
6
御
家
老
衆
談
合
、
出
入
有
之
由
、
舟
之
拾
分

一
ヲ
返
し
叶

へ
と
被

申
渡
　

、
若
ぬ
け
て
上
り
件

ハ
　
、
番
を
付
ケ
ら
れ
け

へ
と
、
式
部
殿

・
民
部
殿
被

御
申
　
事
」
と
の
記
載
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
頃
少
な
く
と
も
田
川
ま
で
は
丸
木

舟
に
よ
る
舟
運
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
る
に
中
期

に
入
る
と
、
宝
永
六
年

(
一
七
〇
九
)
貝
原
益
軒
の
手
に
な

っ
た

「
筑
前
国
続
風
土
記
」
に
よ
り
、
福
岡
藩
内
の
河
川
水
運
の
実
態
を
平
面
的
か

つ
静

態
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
は
、

「
筑
前
国
続
風
土
記
」
及
び

「筑
前
国
続
風

土
記
附
録
」

(寛
政

一
〇
年

(
一
七
九
八
)
成
稿
)
か
ら
河
川
交
通
関
係
記
事
を
抜

き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

一
八
世
紀
初
頭
遠
賀
川
水
系

に
お
い
て
嘉

麻
川
で
は
飯
塚
ま
で
、
彦
山
川
で
は
田
川
ま
で
、
犬
鳴
川

で
は
宮
田
ま
で
舟
が
上

っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
宮
田
の
下
に
は

「近
年
」
堰
が
で
き
て
舟
は
上
ら
な

く
な

っ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
の
舟
運
は
す
べ
て
丸
木
船
に
よ

っ
て
い
た
。

「続
風
土
記
」
の

「
提
要

上
」
の
項
に
よ
る
と
、
川
筋
は
丸
木
船
ば
か
り
で
三
六

五
艘
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
同

「
附
録
」
の
同
じ
項
を
見
る
と
、
川
筋
は
艦
船
ば
か
り

で
三
九
三
艘
と
な

っ
て
い
る
。

一
八
世
紀
初
頭
か
ら
末
ま
で
の

一
〇
〇
年
足
ら
ず
の

間
に
丸
木
船
か
ら
備
船

へ
の
転
換
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

一
八
世
紀
初
め
ご
ろ
ま
で
の
輸
送
物
資
は
ど

の
よ
う
な
内
容
を
も

つ
も

の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
年
貢
米
輸
送
を
中
心
と
し
、

そ
れ
に
農
民
の
非
自
給
物
資
が
付
随
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
続
風
土

記
」
に
は
輸
送
物
資
の
内
容
に
関
す
る
記
載
を
見
る
と
、

「宮
田
」
及
び

「
提
要
下

宮
田
川
」
の
項
に
周
辺
村
か
ら
宮
田
に
米
を
出
し
て
芦
屋

へ
運
ぶ
旨
の
記
載
が
あ
る
。

ま
た

「
飯
塚
村
」
の
項
に

「運
漕
の
便
よ
く
し
て
、
海
味
も
と
も
し
か
ら
す
」
と
あ

る
の
は
、
飯
塚
村
に
お
け
る
非
自
給
物
資
た
る
海
産
物
が
川
を
遡

っ
て
輸
送
さ
れ
て

き
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
漁
村
の
非
自
給
物
資
た
る
米
な
ど
と
の

交
換

で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
石
炭
に
つ
い
て
は

「続
風
土
記
」
に
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

遠
賀
郡
、
鞍
手
、
嘉
摩
、
穂
波
、
宗
像
郡
の
中
、
所
々
山
野
に
こ
れ
あ
り
。
村

民
是
を
ほ
り
取
て
、
薪
に
代
用
ゆ
。
遠
賀
、
鞍
手
殊
に
多
し
。
頃
年
糟
屋
郡
の

山
に
て
も
ほ
る
。
姻
多
く
臭
悪
し
と
い
へ
と
も
、
よ
く
も
え
て
火
久
し
く
あ
り
。

水
風
呂
の
か
ま
に
た
き
て
尤
よ
し
。
民
用
に
便
あ
り
。
薪
な
き
里
に
多
し
。
是

造
化
自
然
の
助
也
。
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表 「筑前国続風土記」・同 「附録」における河川交通関係記事

○ 「筑前国続風土記」提要 下 河水記
一、国中船を浮ふ る川は、千年川、遠 賀川 な り。遠賀川 の上飯塚秋松迄舟上 る。

又鞍手の境村の上 は豊前 田川郡 まで舟上 る。植木川の上 は宮田迄舟上 る。

川下に舟入川は、多々良川、那珂 川、宗 像の江 口川、遠賀の長崎川、島津川、猪隈川也 。

○ 「筑前国続風土記」提要上 国中船数
船数
福 岡
博 多
志摩郡
那珂郡
早良郡
糟屋郡
宗像郡
遠賀郡

1,378(大 船369小 船

45(大 船20小 船

322(大 船132小 船

281(大 船91小 船

国中渡海船
遠賀郡黒崎

川筋丸木舟

88(大 船

117(大 船

128(

293(大 船

104(大 船

24

19

365

1小 船

83小 船

小船
39小 船

3小 船

同若松5

1,009)
25)
190)
190)
87)
34)
128)
254)
101)

大坂に上下する借し舟なり

若松(遠 賀郡)62戸 畑(同)12

木屋瀬(鞍 手郡)23植 木(同)18

川島(嘉 麻郡)16

片島(穂 波郡)19河 袋(同)8

国中川々渡 し舟19艘19ケ 所

黒崎(同)8

直方(同)22

飯塚(同)122

芦屋(同)32山 鹿(同)23

○同 「附録」提要上
船数
福 岡
博 多
恰土郡
志摩郡
那珂郡
早良郡
糟屋郡
宗像郡
遠賀郡

国中渡海船
遠賀郡黒崎

川筋川?

国中船数
1,611(大 船376

48(大 船2

109(大 船16

13(大 船2

319(大 船63

91(大 船7

152(大 船20

167(大 船2

431(大 船123

281(大 船140

若松(遠 賀郡)

木屋瀬(鞍 手郡)24

川 島(嘉 麻郡)36

片嶋(穂 波郡)23

国 中川 々渡 し舟21艘

58

13同 若松45

393

6

ノ」、船1 ,235)

小 船46)

小 船93)

小 船11)

小船256)

小 船84)

小船132)

小 船165)

小 船308)

小 船141)

但 し遠賀郡 の大船140艘 の内

戸畑(同)12

植 木(同)41

鯰田(同)44

幸 袋(同)6
21ケ 所

芦屋(同)57

直方(同)36

飯塚(同)75

山鹿(同)39

○ 史料における 地 ごとの河川六通関係記

川 地 名 「筑 前 国 続 風 土 記」

遠 嘉

麻

川

飯塚村(穂 波郡)

鯰田(嘉麻郡)

赤地村(鞍 手郡)

盧屋川の上 なる故 、川舟多 く、運漕の便 よくして、海味 もと もしか

らす。〈穂 波郡 飯塚村〉

飯塚 迄舟上 る。〈提要下 飯塚川〉

此村は大河 の東側 にあ りて舟付 なり。運漕の便よ し。

〈嘉摩郡鯰田 〉
赤地 村の東 の川 は、豊前 田河郡 より出、上境下境 と中泉村 との間を

流れ、直方 の町 の東 にて、嘉摩川 と一 にな る。嘉摩川 よ り水 や ＼す

くな し。 され とも是亦大川也。舟 ものぼ る。赤地村 は両川 の間 に あ

り。〈鞍手郡 赤地村〉

渡守 在 りて、舟 にて人を渡す。〈遠賀郡上 遠賀川〉〈提要 下 直

方川 〉

彦
山
川

下境(鞍 手郡) 渡守 在 りて、舟 にて人 を渡す。〈遠賀郡上 遠賀川〉

同 「 附 録 」

本編 に詳也。

本編 に出た り。

本編 に出た り。



犬

鳴

川

宮 田(鞍 手郡)

木屋瀬(鞍 手郡)

遠賀郡

遠賀堀川

吉田村(遠 賀郡)

杉森大明神社
(遠賀郡香月村)

土生(遠 賀郡)

長崎(遠 賀郡)

遠賀川 〔下 流域 〕

二村(遠 賀郡)

宮 田迄 は水深 き故 、川舟登 る、此辺の農は、米を宮 田に出 し、 舟 に
つみ慮屋 へ下す。近年 は下 に堰手出来て、宮田に舟をのほ らす 。〈

鞍手 郡 宮 田〉

むか しは宮 田迄川舟上 り、若宮吉川の米をつみ下す。近年 は堰手 出

来て、船 のほ らす。〈提要下 宮田川〉

(むか し 〔鎌倉初期〕勝光 〔聖光〕上人穂波郡 明星寺再興 の時 、豊

後 臼杵家 よ り、材木を寄附 しけるを船にっみ、薦屋川 よ り上 せ、 此

所 の河辺 に木屋をか けて入置 ける。其所 を木屋 瀬 と云。<鞍 手郡

木屋瀬〉)

渡守在 りて、舟 にて人を渡す。〈遠 賀郡上 遠 賀川〉〈提要 下 木

屋瀬川〉

大河 あ り。海近 くして運漕の便よ く、海味 もともしか らす。<遠 賀

郡上〉

颪屋 にゆかず して、吉田 より直に黒崎に船通 りなば、嘉麻、穂 波 、

鞍手 の諸郡 よりも、運漕容易 くして自由な らん、然 らは諸人 の便 り

宜 しか るへ し、本川 も半 は盧屋に流 れは、薩屋 への運漕の妨 に も成

ま しとて、上意を うかかひ、……元和七年 ……よ り掘 り初め 、 ……

過半すて に出来 しか とも、元和 九年 の秋 、長政公卒 し給 ひて後 、 其
の功 な らす してやみぬ。〈遠賀郡上 遠賀堀川〉

(次郎太 と云太力有 て、此鳥居 を薩屋 よ り船 に積 て、黒 川 〔香月 村
の下の川也。〕まて来 り、それよ り杉森宮迄六七町の間、一 人にて鳥

居の柱を一本っっ持来 りし由云傳ふ。)〈遠賀郡上 杉森大明神社〉

渡守在 りて、舟 にて人を渡 す。〈遠賀郡上 遠賀川〉

長崎 より龍 石迄半里許 、今 に至 て川筋 は船入也。山あいにて遠 く舟
の入所、此所 の ことくなるはまれ也。〈遠賀郡上 長崎〉

本 川 と猪熊 との間 に も川 あ り。古賀村の下 よりわかれて内海に入る。

潮みっれはふか し。舟 にて渡 る。島津 と西若松の間に、堀 川 とて潮

満れは、大 なる川 あ り。是 も舟 にて渡 る。……又西若松 と鬼 津 との

間に、西 川と云川 あ り。是 も潮満れ は深 し。舟にて渡るく 遠賀 郡上

遠 賀川〉

宝暦年中遠賀郡吉田村の境地 よ り洞海 まて川を掘通 し若宮河 内 ・吉

川河内 ・宮田 ・本城 ・龍 徳 ・長井鶴 ・磯光 ・鶴田 ・上大隈 ・上新入 ・

下新入の貢税ハ皆舟 に積 宮田川筋 よ り若松 に下す。〈鞍手郡 中 宮

田村〉

本編に見へた り。

本編に詳 也。

元和年 中堀川 の企 あ りし事、本編遠賀郡の上巻に詳 な り。寛延 三年

継高公の命あ りて、遠賀川 に分派をせ は、此郡の水災を防 き且 運漕
の便よかるへ しとて、……同四年正月 より事始あり。……同十二年…
…大 渡川 に通 る如 くに功成ぬ。……堀川の功な りてよ り、嘉麻 ・穂

波 ・遠賀 ・鞍手及豊前 田川郡 〔小倉領〕の米穀 を漕廻 す も、芦 屋 ま
て下 らす して直 に若松 に至 り、……〈提要下 遠賀郡堀川 〉〈 河水

記 遠賀堀川〉

此郡土地低 く大河有 て水災多 きゆへ、長政公新 川をほ り遠 賀川 の水

勢 を分 ち導 き、且運漕 自由 なら しめん とて、地理 を見そなハ し、 堀
川を初給 ひけるか、其功 とげ給 はさりしこと本 編に詳也 。… …寛延

四年 ……再 ひ新川掘通の企あ り。……宝暦 十二年 に成就 せ り。此 堀

川 は遠賀 ・嘉麻 ・穂波 ・鞍手四郡の米穀又豊前 国小倉領 の米穀 を も

運漕 す。 まことに便利を得 ること少か らす。

〈遠賀郡貞 吉 田村〉
本編 に詳也。

本編 に詳也。

二村ハ大川の東 にあ りて渉 し舟 あ り。二村 の渡 しといふ。<遠 賀 郡

貞 二村〉



川

江

口

川

良多

川々

那

珂

川

千

年

川

蛋住村(遠 賀郡)

浅JIB寸(遠 賀 君β)

垂間野橋(遠 賀郡)

大渡川(遠 賀郡)

洞海(遠 賀郡)

江 口村(宗 像郡)

内橋(糟 屋郡)

那珂川

筒井村(御 笠郡)

小辺 田(上 座郡)

志波村(上 座郡)

池 田村(上 座郡)

(水城の渡)(下 座郡)

恵利 の渡(下 座郡)

長 田の渡(下 座郡)

(むか し藍屋 と山鹿 との間、東西に渡せ し往来 の橋也。……)今 の

舟わ たりす る所 より、一町許西 にあ り。……今舟 わた りす る所の河、

廣 さ百二十五間余あ り。(故 に橋 も長 か りしといひ傳へ たり。橋 の

下を大船通 り しと云。〈遠賀郡 上 垂 間野橋〉

若松の入海の 口、若松 と鳥旗 との間也。…慶長年 中に一度、 寛永 年

中 に一度、此水 こほれ り。又天和三年十一 月晦 日よ り雪ふ り、 ……

寒気 はけ しき時、 いっれの川 も皆 こほりしに、此木 もこほりて、 舟
の往来 たえ たり。〈遠賀郡下 大渡川〉

狭 き所 は六七間、尤狭 き所 は四五 間あ り。大船 は通 らず。〈 遠賀 郡

下 洞海〉

此川 口昔 は水深 くして、船入の港な りしか、其後 や うや く川 口浅 く

成て 、今 は舟をっ なくへ き所に非す。〈宗像郡下 五 月濱〉

むか しは此辺 に橋あ り。是迄海よ り船上 りしと云。〈糟屋郡 表 内

橋〉

那珂川の下の水 口も、亦や うや く沙土 あっま りて浅 くな り、舟 をっ
な くに所 な し。〈福岡 荒戸山〉

土民耕作す るに、人馬の通行成かた き故 に、船 にて往来す。(… …

又此辺 に唐船木 とて、昔此辺迄唐船のほ りしを、っ なきたる木 な り

とて 、近世迄大 なる楠の木枯て有 しか、明暦二年 に朽て倒 る。 ……

昔 は筑前筑後一国 なりしかは、上 座のをべたよ り恵蘇宿の あた り、

向いの小江の辺迄船のっ く所を、すへて織面 の湊 といひ しにや 。)

〈上座郡 小辺田〉

(同郡長田村の内に水城 と云小村有 。……むか し其所 に千年川流る。
其所則水城の渡 りな り。 いっの時よ りか、洪水 によりて、河 の流 か

は りて、今 は南数町 に千年川流 る。)今 其所 の千年川 の渡 りを恵 利
の渡 と云。〈拾遺 下座郡水城 の渡〉

(属村小嶋の川辺 にむか しよ り渡 し舟あ りしか、明和 の頃よ り板 橋

を架 せ り。是子忘 れの橋跡 な らんか。)〈 遠賀郡亨 蛋住村〉

(此村の辺 いに しヘ ハ、洞海 にて大船 も通ひ し所な るへ し。年 を逐

て田地を開墾 して村居 をな し、川幅や ＼狭 くな り、今はわすか に、

潮水 の通ふ所 四五間 はか り也。)〈 遠賀郡利 浅川村〉

本編に詳な り。

本編 に詳 な り。

本編に出た り。

(寛延三年 瓦田村境 よ り此村の境地 まて、通路の傍に二 日市川 の流

れをひ きて、川 を堀通 し運漕 に便 せ ん ことを議 せ られ、 役夫 に課

〔ヲヲ〕せて、っ とめて開通せ しめ らる。 しかれ とも、水 勢微 に し

て船通 せされハ、其 こと半 にいた らす してや ミぬ。)<御 笠郡下

筒井 村〉

(唐船 木 といへ る事、むか しは船をっな ける木な りとあ り。 ……此

唐船木 も古 へ海水通 したる故、か ＼る名 も残れ るな るへ し。)〈 上

座郡下 小辺 田〉

野航 〔ワタシブネ〕あ り。〈上座郡中 志波村〉

野航 〔ワタシブネ〕一艘 あり。〈上座郡中 池田村〉

(いに しへの渡 し趾 ハ古川筋 にあり。……)今 長田の渡 しといふハ、

筑後国恵利村 に渡 るをいふ な り。野航 〔わた しぶね〕一艘 あ り。 〈

下座郡上 長 田村〉

注.〈 〉内 は記載 の出所。記載内容中の()内 は、同時代の記録 でない もの。



つ
ま
り

一
八
世
紀
初
頭
に
お
い
て
石
炭
は
、
農
民
が
水
風
呂
の
釜
に
た
く
程
度
で
、

自
給
の
域
を
出
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
近
世
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
、
藩
は
黒
崎
を
流
通
の
結
節
点
と
し

よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
黒
崎
は
慶
長
年
聞
、
井
上
周
防
守
が
端
城
を
築
い

て
各
地
よ
り
商
人
を
招
い
て
町
立
て
を
し
て
以
来
栄
え
、
城
破
却
後
も
長
崎
街
道
の

宿
場
町
と
し
て
、
ま
た
九
州
の
玄
関
と
し
て
発
展
し
て
い
た
。

『
八
幡
市
史
』
に
よ

る
と
、
正
保
の
頃
、
黒
崎
に
は
八
九
端
帆
以
下

の
船
七
艘
、
丸
木
船
二
〇
艘
が
あ
っ

た
が
、
そ
の
後
寛
文
の
初
め
に
は
丸
木
船
ば
か

り
と
な
り
、
内
海
の
漁
を
し
た
り
芦

屋

・
小
倉

・
下
関
等
に
運
漕
し
て
そ
の
賃
を
取

り
、
船
方
の
衆
の
産
業
と
し
て
い
た
。

し
か
る
に
寛
文
二
年

(
一
六
六
二
)
、
吉
田
六
郎
太
夫
が
こ
の
あ
た
り
を
巡
検
し
て

い
た
と
き
、
黒
崎
港
に
紀
州
よ
り
の
商
船
が
数
艘
停
泊
し
て
い
る
の
を
見
て
他
国
の

大
船
が
入

っ
て
く
る
こ
と
は
当
国
の
利
益
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
こ
こ
黒
崎
に

も
大
船
あ

っ
て
し
か
る
べ
し
と
思
い
、
米
問
屋
紀
国
屋
市
三
郎
を
呼
び
交
易
の
趣
を

聞
き
、
こ
こ
に
大
船
を
仕
立
て
試
み
よ
と
塩
屋

正
三
郎

・
播
磨
屋
八
兵
衛
と
い
う
者

に
申
し

つ
け
た
。
同
郡
若
松
に
も
大
船
を
仕
立

て
よ
と
申
し

つ
け
た
が
便
が
良
く
な

い
と
い
う
こ
と
で
邑
人
が
辞
退
し
た
。
そ
の
後
福
岡
で
A双
議
が
あ

っ
て
、
翌
寛
文
三

年
黒
崎
に
大
船
建
造
を
試
み
よ
と
の
仰
せ
付
け
が
あ

っ
た
。
寛
文
五
年
小
倉
よ
り
五

〇
石
の
渡
海
船
を
二
艘
買
い
取

っ
て
試
み
に
上
方

へ
渡
海
し
た
と
こ
ろ
渡
世
の
便
に

な

っ
た
の
で
翌
年
そ
の
旨
を
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
そ
の
秋
大
船
を
造
る
よ
う
仰
せ
付

け
ら
れ
、
自
分
で
財
用
が
調
わ
な
け
れ
ば
藩
が
材
木
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
。

こ
の
時
船

=

艘
を
造
る
材
木
を
所
よ
り
願

い
出
た
の
で
藩
は
良
材
を
与
え
、
か

つ

資
用
の
銀
子
を
も
貸
し
与
え
、
寛
文
七
年
に

=

艘
の
船
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
繋

ぎ
所
が
便
な
ら
ず
、
翌
年
大
風
で
少
々
破
損
し
た
の
で
、
同
九
年
藩
は
船
江
を
掘
ら

せ
る
こ
と
に
t
、
幕
府

に
出
願
し
た
。
こ
の
工
事
は
人
工
甚
だ
費
え
る
に
よ
っ
て
中

止
と
な

っ
た
が
、
渡
海
船
は
追
々
造
り
出
し
、
四
〇
艘
ば
か
り
に
な

っ
て
上
方
渡
海

が
便
あ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
な
お
船
江
が
な
い
の
で
船
は
み
な
潟

の
内
に
繋

い
だ
。

そ
の
後
港

の
修
築
は
再
興
で
き
ず
、
大
船
も
補
修
で
き
ず
船
数
が
減

っ
た
と
あ
る
が
、

「続
風
土
記
」
に
よ
る
と

一
八
世
紀
初
頭
段
階

で
国
中

の
渡
海
船
は
二
四
艘
、

そ
の

う
ち

一
九
艘
が
黒
崎
に
所
属
し

「大
坂
に
上
下
す
る
借
し
舟
な
り
」
と
あ
り
、
船
数

は
減

っ
て
も
依
然
と
し
て
国
の
中
で
は
黒
崎
が
渡
海
の
拠
点
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

宝
永
元
年

(
一
七
〇
四
)
に
福
岡
藩
が
黒
崎
に
市
を
立
て
た
こ
と
も
、
藩
が
黒
崎

を
流
通
の
結
節
点
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
実
と

い
え
よ
う
。

一
ロ
ハ今
迄
遠
賀
、
鞍
手
、
嘉
摩
、
穂
波
、
宗
像
郡
々
よ
り
諸
用
之
分
、
小
倉
に

て
調
来
候
、
就
夫
今
度
黒
崎
村

へ
、
札
所
よ
り
銀
子
相
渡
、
新
市
取
立
、
毎
月

二
日
、
六
日
、
十

一
日
、
十
六
日
、
廿

一
日
、
廿
六
日
、
市
を
立
候
様
、
被
仰

付
候
条
、
右
之
郡
々
之
百
性
共
、
黒
崎
に
て
調
用
之
品
、
調
候
様
に
可
被
申
付

候
、
尤
右
之
郡
々
よ
り
売
出
之
米
、
雑
穀
之
類
、
諸
品
共
に
、
勝
手
次
第
黒
崎

に
て
商
売
仕
候
様

に
、
可
被
申
聞
候
、
右
之
通
に
候
得
は
、
黒
崎
市
場

へ
無
之

品
、
不
相
調
候
て
難
成
類
候
は
、
、
小
倉

へ
も
罷
通
、
調
可
申
候
、
尤
黒
崎
に

て
随
分
売
物
等
不
差
悶
様
に
、
被
仰
付
候
事

右
新
市
之
儀
、
黒
崎
よ
り
願
出
、
市
立
候

へ
は
、
百
性
と
も
他
国

へ
不
罷
越
、

御
国
内
に
て
諸
用
調
、
勝
手
に
も
宜
候
条
、
願
之
通
被
仰
付
候
、
右
之
郡
々
百

性
共

へ
も
、
申
付
候
様
に
、
御
郡
代
衆

へ
可
被
申
渡
候
、
以
上

忠

兵

衛

八
左
衛
門

柳

瀬

与

兵

衛
殿

田

尻

彦
右
衛
門
殿
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右
覚
書
梶
原
十
兵
衛
に
相
渡
、
同
人
よ
り
御
郡
奉
行
へ
相
達
仕
候
事

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
そ
れ
ま
で
遠
賀

・
鞍
手

・
嘉
麻

・
穂
波

・
宗
像
各
郡
で
必

要
の
品
は
隣
藩
小
倉

で
調
え
て
き
た
。
そ
れ
を
今
度
黒
崎

で
間
に
合
わ
す
よ
う
月
六

回
の
市
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
右
の
郡
々
よ
り
売
り
出
し
の

米

・
雑
穀

の
類

・
諸
品
土
ハに
勝
手
次
第
黒
崎

に
て
商
売
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
寛
保
三
年

(
一
七
四
三
)
に
は
国
中

の
鶏
卵
を
黒
崎
に
集
め
、
大
坂
表
に
売

り
出
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
玉
子
仕
組
の
初

で
あ
る
。

ち
な
み
に
秋
月
藩
で
は
元
禄
二
年

(
一
六
八
九
)
、
蔵
屋
敷
を
芦
屋
か
ら
黒
崎

へ

移
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
藩
領
の
う
ち
朝
倉
郡
の
貢
米
は
博
多
の
秋
月
屋
敷
に
運

び
、
嘉
麻

・
穂
波
両
郡
の
貢
米
は
川
舟
に
よ
り
黒
崎
の
蔵
屋
敷
に
運
び
、
し
か
る
後

に
大
坂
に
運
漕
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
の
も
当
時
黒

崎
が
渡
海
の
拠
点
で
あ
る
と

い
う
事
実
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
福
岡
藩

の
主
導

に
よ
り
黒
崎
は
流
通
の
結
節
点
と
し
て

育
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
繁
栄
を
支
え
た

の
は
領
主
荷
物

の
貨
幣
化
と
非
自
給
物

資
の
供
給
を
請
け
負
う
初
期
特
権
商
人
で
あ

っ
た
。

(
1
)

『
福

岡
県
史

』
近

世
史
料
編

「
細
川
小
倉
藩
」
日
所
収

(
2
)
加

藤

一
純

・
鷹
取
周
成
共
著

『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』

(
一
九
七
七

ー
八
年

、
文
献

出
版
)

(
3
)

『
福
岡
県
史
資
料
』
続
第

四
輯

「
地
誌
編
」

一
、
三
〇
頁

(
4
)
前
掲

(
2
)

(
上
巻
)

二

一
ー
二
二
頁

(
5
)
野

口
喜
久
雄

「
近
世
中
期
北
九
州
海
上
輸
送
権
を
め
ぐ

る
争
論

に

つ
い
て
」

(
前
掲

)

六
頁
参
照
。

(
6
)
前
掲

(
3
)

「
土
産
考
上
」

「
燃
石
」

の
項

(
六
六
四
頁
)

(
7
)
野

口
、
前
掲

(
5
)
五
頁

(
8
)

『
八
幡
市
史
』

(
一
九
三
六
年
)
九
〇

1
九
三
頁

(
9
)
前
掲

(
3
)
二
九

⊥

二
〇
頁

(
10
)

「
福
岡
藩
郡
役
所
記
録
」

(
『
福
岡
県
史
資
料
』
第
四
輯

二
四
四
i
二
四
五
頁

)

(
11
)
安
藤
精

一

「
在
方
商
業

の
発
達
と
町
方

の
関
係

ー

近
世
北
九
州

、
特

に
福
岡
藩

.
中

津
藩

を
中
心
と
し

て

ー

」

(
『
経
済
理
論
』
第

27
号

、

一
九
五

五
年
九
月

)
、
藤
本

隆

士

「
福
岡
藩

に
お
け

る
流
通
統
制
」

(
『
藩
社
会

の
研
究
』

、
ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房

、

一
九

六
〇
年
)
三
五
〇
-

二
五

一
頁
参
照
。

(
12
)

「
福
岡
藩
郡
役
所
記
録
」
寛
保
三
年

二
月
晦

日
の
項

(
『
福

岡
県
史

資
料

』
第
四
輯
三

七
〇
頁
)
、

「
郡
方
定
」

(
『
八
幡
市
史
』

一
一
〇
頁

)

(
13
)

『
八
幡
市
史

』
九
七
頁

(
14
)
野

口
、
前
掲

(
5
)
六
頁

。
な

お
同
氏
論
文

で
は
初
代

が
黒
崎
城
主
井
上
周
防
守

に
目

を
か
け
ら
れ

て
下
関
か
ら
移

っ
て
き
た
関

屋

(
そ
の
子
は
井
上
半
右
衛
門

の
家
中
米
を
紀

州
や
播
州
網
干
か
ら

の

「
米

買
客

」
に
売

っ
て
い
た
。
即
ち
領
主
米

の
販
売
を
請
け
負

っ

て
い
た
わ
け

で
あ
る
。
)
、
黒
田
氏
入
部

の
際
に
八
幡
よ
り
黒
崎

へ
移
り
住
み
御
用
等
を

仰

せ

つ
か
り
、
年

々
扶
持
米
三
〇
俵
ず

つ
を
拝
領
し

て
い
た
八
幡
屋
が
例
と
し

て
あ
げ

ら

れ
て
い
る
。

三
、
近
世
中
期
以
降
の
遠
賀
川
水
運

ー
農
民
的
流
通
の
展
開
と
領
主
の
把
握
i

前
節
で
見
た
よ
う
な
領
主
的
な
流
通
と
は
裏
腹
に
、

一
八
世
紀
に
入
る
と
農
村
に

お
け
る
商
品
生
産
に
対
応
し
た
商
人
が
登
場
し
、
流
通
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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例
え
ば
元
文
元
年

(
一
七
三
六
)
、
大
坂
で
取
り
扱
わ
れ
た
筑
前
国
産
出
商
品
と
し

て
米

・
大
豆

・
小
麦
以
外
に
蕎
麦

・
菜
種

・
荏
子

・
諸
紙

・
和
薬

・
生
蝋

・
生
魚

・

塩
魚

・
干
魚

・
干
物

・
油
粕

・
干
鰯
と
多
数
あ
り
、
こ
の
時
期
の
筑
前
の

一
定
程
度

の
商
品
生
産

の
発
展
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
藩
は
宝
永
三
年

二

七
〇
七
)

に
上
底
井
野

・
木
月

・
高
倉

・
宇
美

・
猪
野
各
村
に
商
人
札
を
許
し
た
り
寛
保
三
年

二

七
四
三
)
蜜
問
屋
取
立

・
延
享
元
年

(
一
七
四
四
)
辛
子
油
せ
ん
問
屋
取
立

・

宝
暦

一
二
年

(
一
七
六
二
)
櫨
実
種
辛
子
商
売
運
上
取
立
を
す
る
な
ど
農
村
に
お
け

る
商
品
生
産

の
発
展
と
商
人
の
勃
興
を
と
ら
え
る
動
き
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
以
下
に
見
る
黒
崎
と
若
松
の
対
立
は
、
前
節
で
み
た
よ
う
な
領
主
的
流
通

と
上
記
の
よ
う
な
農
民
的
流
通
と
の
対
立
を
象
徴
す
る
よ
う
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。

宝
永
六
年

(
一
七
〇
九
)
、
若
松
代
官
木
村
善
兵
衛
よ
り
、
若
松
内
海
で
黒
崎
漁

船
共
が
荷
物
隠
積
す
る
の
を
差
し
留
め
た
い
旨
の
訴
え
が
な
さ
れ
た
。
詳
細
は
明
ら

か
で
な
い
が
、
福
岡
で

「
前
々
よ
り
積
荷
物
法
式
之
次
第
」
を
内
詮
議
し
た
結
果
、

次
の
よ
う
な
取
り
決
め
が
な
さ
れ
た
。

覚

一
若
松
海
に
て
荷
物
併
旅
人
、
何
方
へ
渡
海
仕
候
共
、
自
由
に
積
送
り
之
儀
は
、

黒
崎
よ
り
可
仕
候
事

附
り
穀
物
積
申
間
敷
事
、
猟
之
儀
者
、
只
今
之
通
打
込
、
自
由
に
可
仕
候
事

一
穀
物
は
若
松
よ
り
積
送
可
仕
候
事
、

但
積
荷
自
然
有
之
積
申
節
、
黒
崎
よ
り
押

へ
申
間
敷
候
事

右
之
通
両
人
相
談
を
以
、
相
極
候
条
、
手
前
共
御
代
官
御
役
相
勤
候
内
者
、
右

之
通
相
背
申
間
敷
事

宝
永
六
年

木
村

善
兵
衛

丑
ノ
三
月

大
島
治
右
衛
門

つ
ま
り
荷
物

(穀
物
を
除
く
)

・
旅
人
は
黒
崎
よ
り
、
穀
物
は
若
松
よ
り
積
み
送

る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
黒
崎
は
、
洞
海
は
も
と
も
と
黒
崎
の
内

海
で
あ
る
と
し
、

乍
恐
黒
崎
中
、
別
て
船
町
船
持
中
、
漸
々
不
勝
手
罷
成
、
船
迄
減
少
仕
、
困
窮

之
体
に
罷
成
候
儀
者
、
去
る
宝
永
六
年
丑
ノ
年
よ
り
之
儀
に
御
座
候
、
被
為
聞

召
上
可
被
下
候

一
殿
様
御
入
国
以
来
、
御
年
貢
大
坂
登
り
御
米
黒
崎
方
角
手
寄
村
々
者
、
同
所

よ
り
前
積
仕
、
又
若
松
よ
り
手
寄
能
村
々
は
、
同
所
よ
り
前
積
仕
、
両
所
打
込

に
前
積
仕
居
申
候
処
、
宝
永
年
丑
ノ
年
若
松
御
代
官
木
村
善
兵
衛
様
、
井
黒
崎

御
代
官
大
島
治
右
衛
門
様

ヘ
ハ
無
御
相
談
、
福
岡
御
帰
之
上
、
御
米
前
積
若
松

引
切

二
於
福
岡
被
仰
付
候
間
、
其
段
相
心
得
候

へ
と
被
仰
付
候

二
付
、
黒
崎
中

之
も
の
と
も
驚
、
夫
よ
り
黒
崎
、
若
松
両
所
よ
り
も
、
口
上
書
指
上
、
双
方
及

異
論
候
と
い
へ
と
も
、
御
両
所
御
代
官
、
御
郡
代
様
迄
も
御
聞
被
遊
、
黒
崎

口

上
書
上

へ
は
上
り
不
申
、
弥
若
松
よ
り
引
切
前
積
仕
候
分

二
相
究

っ
た
と
し
て
木
村
善
兵
衛

・
大
島
治
右
衛
門
が
役
替
わ
り
の
後
、
段
々
御
米
積
み
送

り
を
願
い
出
た
が
、

「
そ
こ
か
し
こ
に
障
り
多
、
願
書
上
迄
上
り
不
申
」
、
こ
れ

で

は
黒
崎
は

「滅
亡
に
相
極
」
る
の
で
、
先
年
の
通
り
御
米
積
み
送
り
を
仰
せ
付
け
ら

れ
る
よ
う
嘆
願
し
て
い
る
。

若
松
側
で
は
、
若
松
が
往
古
よ
り
海
上
諸
役
を
勤
め
て
い
る
こ
と
、
洞
海
が
慶
安

四
年

(
一
六
五

一
)
、
寛
文
八
年

(
一
六
六
八
)
の
争
論
以
来
若
松
の
占
有
海
面
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
宝
永
六
年
の
取
り
決
め
の
際
に
は
本
来
な
ら
黒
崎
船
の
積
み
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方
を
全
面
的
に
禁
止
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
黒
崎
代
官
大
島
治
右
衛
門
よ
り
若
松
代
官

木
村
善
兵
衛
に
黒
崎
船
町
の
者
が
難
儀
せ
ぬ
よ
う
頼
ん
だ
の
で
右
の
よ
う
な
取
り
決

あ
に
な

っ
た
こ
と
、
し
か
し
両
代
官

一
代
切
り
差
免
ず
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
と
主

張
し
て
い
る
。

享
保
五
年

(
一
七
二
〇
)
、
藩
で
は
若
松
村
庄
屋
市
左
衛
門

・
年
寄
正
五
郎

・
頭

百
姓
与
七
郎
、
黒
崎
田
町
庄
屋
伊
三
郎
、
年
寄
仁
兵
衛
、
黒
崎
船
町
庄
屋
五
兵
衛

・

吉
助

・
助
七
を
福
岡

へ
呼
び
寄
せ
、
代
官
頭
小

西
諸
右
衛
門
宅
で
対
決
さ
せ
た
。
そ

の
結
果
次
の
よ
う
な
取
り
決
あ
が
な
さ
れ
た
。

証
文

一
遠
賀
郡
黒
崎
若
松
両
所
之
船
を
以
、
穀
物
前
積
之
儀
、
近
来
[
]

双
方
よ
り

願
出
件
二
付
、
黒
崎
若
松
之
者
共
呼
集
、
前
々
よ
り
之
趣
遂
詮
儀
け
処
、
若
松

ハ
浦
岡
相
兼
件
所

二
う
、
浦
役
相
勤
来
、
勿
論
内
海
も
全
若
松
之
抱

二
相
究
け
、

尤
双
方
之
者
共
、
右
詮
儀
之
次
第
、
令
納

得
怜
条
、
向
後
左
之
通
た
る
へ
き
事

一
穀
物
不
残

穀
物
之
外

一
商
売
荷
物

若
松
右
前
積
可
仕
吟

黒
崎
船
町

若

松

双
方
6
積
可
申
け

右
之
通
向
後
無
争
論
送
運
可
仕
事

〉
〉

,
)

享
保
五
庚
子
年
十
月

若
松
村
中

浦
奉
行

薮右

同

大

塩

代
官
頭

小

西

右

同

田

中

角

兵

衛
書
判

治

兵

衛
書
判

諸
右
衛
門
書
判

久
右
衛
門
書
判

黒
崎
船
町
中

即
ち
穀
物
は
す
べ
て
若
松
か
ら
、
穀
物
以
外

の
商
売
荷
物
は
黒
崎
船
町

.
若
松
双

方
か
ら
運
送
せ
よ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
宝
永
六
年
の
取
り
決
め
に
比
べ
、
若
松
の
権

利
が
い
っ
そ
う
強
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
若
松
の
流
通
を
担

っ
た
商
人
は
、
野
口
喜
久
雄
氏
に
よ
れ
ば

一
定
の
農
民
的

商
品
生
産
の
基
盤
の
上
に
立

つ
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
黒
崎
の
商
人
と
は
対

立
す
る
性
格
を
持
ち
、
か

つ
こ
の
よ
う
な
商
人
を
藩
が
取
り
込
ん
だ
時
に
幕
藩
制
的

流
通
は
完
成
段
階
に
達
し
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
以
下
に
述
べ
る
若
松
船
と
川
船
と
の
争
論
は
、
同
じ
農
民
的
商
品
生
産

を
基
盤
と
し
て
い
る
も
の
同
士
が
対
立
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

享
保

一
〇
年

(
一
七
二
五
)
八
月
、
次
の
よ
う
な
申
達
が
郡
奉
行
庄
野
半
太
夫
か

ら
な
さ
れ
た
。

一
筆
申
達

件
、
然
之
、
芦
屋
川
筋
之
川
船
、
狸

二
穀
物
之
外
商
売
物
積
、
下
ノ

関
迄
沖
出
仕
け
由
、
相
聞
候
、
則
別
紙
書
附
裏
判
衆
ぢ
被
相
渡
け
間
、
写
件
蜀

指
進
吟
、
別
紙
覚
書
之
趣
、
船
持
共
江
九
太
夫
殿
6
稠
敷
可
被
仰
附

件
、
若
松

須
口
番
江
左
助
殿
6
重
畳
可
被
仰
附
件
、
惣
躰
、
川
船
持
中
、
狸

二
相
聞
件
間
、

此
節
屹
度
可
被
仰
付

件
、
若
松
須
口
番
人
江
宅
左
助
殿
6
念
ヲ
入
相
改
峰
様

二

可
被
仰
附
件
、
右
之
段
為
可
申
述
如
斯

二
峰
、
已
上

庄

野

半
太
夫

八
月
十

一
日

井

上

九
太
夫

殿

川

島

左

助

殿
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右

覚

書

写

控
芦
屋
御
代
官

井

上

九
太
夫

若
松
御
代
官

川

嶋

左

助

覚

、
芦
屋
川
筋
之
川
船
之
儀
、
川
内
斗
積
方
定
法

二
御
座
け
処
、
狼
り

二
下
関

辺
迄
川
船
直

二
穀
物
之
外
商
売
物
積

、
沖
出
忍
出
仕
け
様

二
風
聞
承
吟
、

此
趣
海
上
川
内
之
分
り
無
御
座

う
ハ
、
御
法
難
立
御
座
吟
、
穀
物
旅
出
之

改
も
船
6
之
儀

二
件
ヘ
ハ
、
浦
方
不
念
之
様

二
成
行
、
此
内
唐
船
帆
影
知

嶋
西
沖

二
、
折
々
帆
影
相
見
汁
、
其
後
芦
屋
沖
、
若
松
沖

二
乗
込
申
け
、

此
趣

ハ
陸

二
帆
影
見
せ
、
抜
荷
仕
吟
者
、
船

二
乗
吟

動
相
催
し
吟
様
仕
せ
、

其
以
後
乗
込
申
け
と
、
先
年
沖
出
仕

件
も
の
白
状

二
も
申
件
、
労
、
海
上

船
方
之
儀
、
狸

二
御
座
吟
ハ
却

局
浦

方
不
念
之
様
成
行
件

二
付
、
右
之
川

内
船
重
畳
御
法
相
背
不
申
様

二
御
郡
6
被
仰
付
可
被
下
峰
、
若
沖
乗
仕
け

川
船
御
座
件

ハ
＼
、
浦
船
6
見
合
次
第
抑
取
、
早
速
申
出
件
様

二
可
申
付

件
、
已
上

八

月

右
御
書
附
御
浦
奉
行
6
被
仰
渡
吟

即
ち

「従
来
川
内
だ
け
で
運
漕
を
し
て
い
た
芦
屋
川
の
川
船
が
狸
り
に
下
関
辺
ま

で
直
接
穀
物
ほ
か
商
売
物
を
積
ん
で
忍
び
出

し
、
唐
船
と
密
貿
易
を
し
て
い
る
。
海

上
で
船
方
が
狼
り
な
こ
と
を
す
る
と
浦
方
の
過
失
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
川
船
が

法
に
背
か
な
い
よ
う
郡
よ
り
仰
せ
付
け
下
さ
る
べ
し
、
も
し
沖
乗
の
川
船
が
あ

っ
た

ら
浦
船
よ
り
見

つ
け
次
第
抑
え
取
り
、
早
速
申
し
出
る
よ
う
」
に
浦
奉
行
か
ら
仰
せ

渡
さ
れ
た
と
い
う
覚
書
の
内
容
を
、
船
持
共

へ
は
芦
屋
代
官
井
上
九
太
夫
か
ら
、
若

松
洲
口
番
へ
は
若
松
代
官
川
島
左
助
か
ら
仰
せ
つ
け
る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。

若
松
側
で
は
同
年

一
〇
月
、
庄
屋

・
年
寄
よ
り
若
松
代
官
川
島

へ
若
松
に
お
け
る

諸
荷
物
取
扱
方
法
を
記
し
て
提
出
し
て
い
る
。

一
、
若
松
之
儀
、
古
来
御
制
札
前
之
通
、
船
次
之
場
所

二
員
御
座
吟
故
、
川
内

井
芦
屋

・
黒
崎
下
浦
小
船
共

二
若
松
内
海
罷
通
　

う
、
下
関

・
小
倉
江
参

件
船

二
荷
物

・
穀
物
若
松
船
を
以
積
替
来
　

得
共
、
以
前

ハ
丸
木
船
之

方
多
ク
、
舟

二
大
小
有
之
大
船
差
悶
け
節
、
川
内
荷
物
品
に
よ
り
、
小
舟

二
て
積
替
、
沖
出
難
仕
節

ハ
、
上
前
銀
を
取
指
通
為
申
儀
も
御
座
件
得
と

も
、
右
丸
木
船

二
て
ハ
、
品

二
よ
り
沖
海

二
動
之
御
役
用
井
下
関

.
小
倉

江
之
役
舟
も
難
勤
御
座

件
二
付
、
年

ζ
平
太
船

二
作
り
替
、
沖
海
御
役
目

等
丈
夫

二
相
勤
申
上
ル
儀

二
御
座
け
、
就
夫
十
二
三
ケ
年
以
前
5
川
内
舟

下
関

・
小
倉
江
積
参
け
穀
物

・
荷
物
共

二
不
残
若
松

二
て
古
来
定
法
之
通

り
積
替
漕
送
り
仕
来
件
、
御
存
知
被
為
遊
峰
通
、
御
手
崎
之
若
松
故
、
下

関

・
小
倉
江
之
御
用
役
舟
、
当
所
之
船

二
う
勤
上
吟

二
付
、
若
松
6
彼
地

迄
運
送
を
以
、
渡
世
不
仕
件
資
宅
、
御
役
目
等
も
難
勤
上
件
事

一
、
近
年
唐
船
漂
流
仕
吟
以
来
、
川
筋
川
舟

二
切
、
其
所
御
代
官
様
5
御
往
来

御
出
被
遊
件
得
共
、
右
御
往
来

ハ
船
荷
物
共

二
胡
蓋
成
儀

二
て
無
之
通
之

御
讃
拠

二
う
御
座
件
、
荷
物
積
替
之
儀

ハ
、
対
御
往
来
何
之
指
引
も
無
御

座
　
儀
故
、
御
往
来
持
来
峰
舟
、
只
今
迄
無
異
儀
積
来
　
事

一
、
若
松
舟
海
上
受
持
居
申
事
故
、
川
内

二
入
込
荷
物
積
可
申
と
申
　
　

も
中

一46一



ζ
積
せ
申
儀

二
蜀
無
御
座
η
、
然
宅
海
川
働
舟
場
所
相
分
り
居
申
儀
、
明

白

二
御
座
け
、
左
件
得
宅
、
川
船
之
分
、
海
之
働
可
仕
様
無
御
座
峰
、
右

之
通

二
御
座
け
条
、
川
船

ハ
川
内
斗
之
積
方

二
動
渡
世
仕
筈
之
儀

二
御
座

け
、
海
上
受
持
居
申
若
松
5
御
菜
水
夫
上
納
仕
、
其
上
芦
屋
、
黒
崎
江
之

船
公
役
不
及
申
上
、
下
関
、
小
倉
江
之
船
役
迄
勤
上

け
二
付
、
内
外
之
海

二
顎
漕
送

ヲ
以
渡
世
不
仕
件
う
ハ
、
海

に
か
＼
り
申
御
役
目
可
勤
上
様
無

御
座

件
、
勿
論
船
次
之
儀

ハ
、
御
高
札

二
も
紛
無
御
座

け
、
尤
御
浦
奉
行

様
6
、
川
内
船
沖
海

二
出
し
不
申
様

二
と
連
ζ
被
仰
付
書
物
判
形
を
も
指

上
置
申

け
条
、
弥
川
内
船
沖
海
江
出
不
申
件
、
以
上

庄

屋

市

左

衛

門

享
保
十
巳
年
十
月

年

寄

正

五

郎

川

嶋

左

助

様

こ
の
中
で
若
松
は
、
若
松
が
古
来
船
継
の
場
所
で
あ
り
、
下
関

・
小
倉
そ
の
他

へ

も
海
上
の
船
役
目
を
勤
あ
て
き
た
こ
と
、
川
内
並
び
に
芦
屋

・
黒
崎
下
浦
小
船
と
も

に
若
松
内
海
を
通

っ
て
下
関

・
小
倉

へ
行
く
と
き
は
若
松
船
に
積
み
替
え
て
き
た
こ

と
、
但
し
川
内
荷
物
は
品
に
よ
り
積
み
替
え
に
く
い
時
は
上
前
銀
を
取

っ
て
通
し
た

こ
と
も
あ
る
こ
と
等
を
述

べ
、
若
松
舟
が
川
内
に
入
り
込
み
荷
物
を
積
も
う
と
し
て

も
積
ま
せ
な
い
、
海
と
川
と
は
分
別
を

つ
け
、
川
舟
は
海

で
働
く
べ
き
で
は
な
く
川

内
だ
け
で
働
く
は
ず

の
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
浦
奉
行
よ
り
の
書
物
に

よ

っ
て
、
川
内
船
は
現
在
沖

へ
出
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
こ
の
中
で
、
丸

木
船
か
ら
平
太

(艦
)
船

へ
の
転
換
の
よ
う
す
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深

い
。
大
凡
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
以
前
は
丸
木
船
の
方
が
多
か

っ
た
が
、

丸
木
船
で
は
沖
海
に
て
の
御
役
用
、
な
ら
び
に
下
関

・
小
倉

へ
の
役
船
も
勤
め
に
く

い
の
で
、
年
々
艦
船
に
作
り
替
え
た
。
」

つ
ま
り
丸
木
船
か
ら
艦
船

へ
の
転
換
に
は
、

海
上

へ
出
て
も
使
え
る
よ
う
に
と
い
う
含
み
が
あ
り
、
当
時
の
流
通
の
活
発
化
に
伴

っ

て
そ
の
よ
う
な
要
請
が
強
ま

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、

「
続

風
土
記
」
に
よ
る
と

一
八
世
紀
初
頭
の
川
船
は
す
べ
て
丸
木
船
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ

れ
か
ら
間
も
な
く
艦
船

へ
の
転
換
が
始
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
上
記
内
容
は
若
松
代
官
川
島
左
助
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
同
年

一
二
月

一

一
日
柳
瀬
与
兵
衛
に
提
出
さ
れ
た
。

川
内
船
6
郷
口
出
之
願
差
出

二
付
、
若
松
6
古
来
覚
書
指
上
件
控
、
御
代
官

所
6
御
書
出
被
成
け
写
、
髪

二
記
置
け

覚

一
、
川
内
船
若
松
須
口
出
け
儀
、
古
格
も
可
有
之
峰
間
、
遂
詮
儀
差
出
候
様
被

仰
下
件
二
付
、
重
畳
倉
儀
仕
申
吟
、
左

二
書
付
申
け

一
、
若
松
t
、
古
来
6
御
制
札
も
有
之
通
、
船
継
之
場
所

二
う
、
下
関
小
倉
其

外
江
も
御
用
次
第
、
海
上
之
船
役
目
相
勤
、
尤
御
菜
水
夫
上
納
仕
件
儀
、

無
御
座
件
事

一
、
上
前
銀
取
件
儀
、
若
松
須
口
指
通
申
筈
之
船
宅
、
往
古
5
上
前
銀
受
取
申

儀
紛
無
御
座
件
事

一
、
若
松
船
、
川
内
之
働
可
仕
と
申
件
う
も
、
川
内
之
働
も
か
き
と
、
川
内
6

仕
せ
不
申
件
、
左
件
得
宅
、
川
船
海
上
之
働
可
仕
道
理
無
之
儀

二
御
座
件
、

古
来
6
川
船
も
川
内
請
持
之
積
場
高
相
極
居
申
件
、
川
内
積
送
り
渡
世
仕

儀
定
之
由

二
も
伝
居
申
由

二
件
事

一
、
海
上
受
持
居
申
若
松
船

宅
、
内
外
之
海

二
付
、
積
送
り
渡
世
仕
儀
、
古
来
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右
之
定
格

二
御
座
け
事

一
、
洲
口
改
之
儀
、
古
来
宅
若
松
百
姓
廻
り
番

二
う
、
昼
夜
三
人
宛
番
所
江
相

詰
、
往
来
之
船
相
改
、
差
通
筈
之
船
宅
、
上
前
銀
取
指
通
申
件
、
右
之
通

故
、
所
中
江
古
来
6
弐
人
扶
持
被
下
来
吟
処
、
正
徳
元
年
よ
り
須
口
番
人

被
仰
付
峰
故
、
所
中
江
被
下
峰
弐
人
扶
持
被
相
止
怜
二
付
、
其
以
後

ハ
百

姓
壱
人
宛
廻
り
番

二
斎
、
於
爾
今
昼
夜
須
口
二
相
詰
、
上
前
銀
受
取
申
事

一
、
川
船

二
積
来
り
け
穀
物
荷
物
共

二
、
古
来
極
之
通
不
絶
拾
二
一ニ
ケ
年
已
前

6
若
松
船

二
積
替
漕
送
り
仕
件
儀
、
相
違
無
御
座
件
、
若
松
船

二
積
替
江

不
申
儀
定

二
吟
得

ハ
、
数
年
之
間
、
川
船
之
者
其
分
迄
積
替
可
申
様
無
之

事

二
御
座
件

一
、
川
船

二
酒
、
堅
炭
な
と
積
参
汁
節
、
積
替
吟
得

ハ
、
持
な
や
ミ
難
儀

二
け

間
、
小
倉
下
関
迄
運
賃

ハ
、
若
松
船

二
積
替
件
同
前
之
運
賃
出
可
申
吟
間
、

積
替
不
申
直

二
小
倉
下
関
迄
通
し
呉
件
様

二
と
、
達

顎
申
候
得
宅
、
若
松

船

二
積
替
吟
同
前
之
運
賃
取
、
若
松
之
者
乗
付
可
申
、
川
船
江
乗

吟
φ
罷

越
、
下
関
又

ハ
小
倉
往
来
仕
せ
た
る
儀
も
御
座
件
得
共
、
左
様
仕
叶
得
ハ
、

狸
に
相
成

件
二
付
、
今
程

ハ
定
格
之
通
是
以
若
松
船

二
う
積
替
申
吟
、
井

川
船
空
船
共

二
う
参
、
須
口
出
し
呉
汁
様

二
申
件
得

宅
、
上
前
銀
取
通
け

儀
有
之
け
得
共
、
是
又
右
之
通

二
仕
件
得
宅
、
狼

二
相
成
申
吟

二
付
、
通

不
申
け
事

右
之
通

二
御
座
件
、
巳
上

川

嶋

左

助

享
保
七
巳
十
二
月
十

一
日

柳

瀬

与
兵
衛

殿

一
〇
月
の
庄
屋

・
年
寄
よ
り
代
官

へ
の
文
書

(前
掲
)
を
も
と
に
し
て
作
成
さ
れ

て
い
る
の
で
当
然
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
内
容
と
な

っ
て
い
る
が
、
最
後
の
箇
条
に
は
そ
こ

に
は
な
か

っ
た
こ
と
が
ら
も
出
て
い
る
。
川
船
に
酒

・
堅
炭
な
ど
を
積
ん
で
来
て
、

「積
み
替
え
る
と
難
儀
な
の
で
小
倉

・
下
関
ま
で
の
運
賃
は
若
松
船
に
積
み
替
え
る

の
と
同
じ
運
賃
を
出
す
か
ら
直
接
小
倉

・
下
関
ま
で
通
し
て
く
れ
る
よ
う
」
言

っ
て

き
た
場
合
、
こ
れ
ま
で
は
若
松
船
に
積
ん
だ
場
合
と
同
じ
運
賃
を
取
り
、
若
松
の
者

が
川
船
に
同
乗
し
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
す
る
と
狸
り
に
な
る
の
で
今
は
定
め
ら

れ
た
通
り
積
み
替
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
酒

・
堅
炭
と
い
っ
た
、

農
民
的
商
品
生
産
に
基
づ
く
商
品
が
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
川
船
は
こ
の
よ
う
な

荷
物
を
も

っ
て
活
動
範
囲
を
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
川
船
側
の
主
張
を
見
て
み
よ
う
。

川
筋
船
持
中
乍
願
奉
願
上
口
上
之
覚

、
川
内
船
之
儀
、
例
年
八
月
5
御
米
積
送
り
仕
吟
動
、
春

二
至
り
申
吟
ヘ
ハ
、

古
来
6
売
買
之
荷
物
積
申
吟
う
、
小
倉

・
下
関
江
通
路
仕
来
り
申
吟
、
然

所
四
年
以
前
巳
ノ
年
6
、
若
松
須
口
指
留
通
不
申
、
船
持
中
非
至
と
難
儀

二
及
申

二
付
、
前

ζ
之
通
被
為
仰
付
被
下
吟
様

二
と
、
其
節
御
願
申
上
け

得
共
、
増
明
不
申
故
、
於
爾
今
通
不
申
船
持
中
甚
難
儀
仕
居
申
け
、
右
御

願
申
上
吟
通
、
何
分

二
も
前
ζ
之
通
通
路
仕
吟
様

二
被
為
仰
付
可
被
下
け
、

弥
通
路
相
叶
不
申
儀

二
御
座
吟
宅
、
御
米
運
送
之
外
御
運
上
米
御
役
目
等

も
難
勤
上
、
殊

二
船
作
事
等
も
時
ζ
仕
得
不
申
、
追
ζ
船
小
〆
申
δ
外
無

御
座
け
、
左
御
座
叶
え
、
前
以
御
願
申
上
汁
通
、
枕
崎
唯
今
石
崎
之
御
蔵

所
迄

ハ
、
内
海

二
う
小
船

二
壷
ハ
無
心
本
奉
存
上
吟
間
、
御
米
之
儀
、
枕

崎

二
う
若
松
船

二
積
替
申
様

二
被
為
仰
付
可
被
下
、
尤
御
上
下
之
節
、
其
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外
之
御
役
目
も
若
松
船
6
相
勤
申
様

二
被
為
仰
付
可
被
下
吟
、
何
分

二
も

関

・
小
倉
通
路
不
仕
件

φ
ハ
、
唯
今
之
大
平
太
持
積
申
儀
難
成
御
座
吟
条
、

御
慈
悲
之
上
、
宜
様

二
被
為
仰
付
可
被
下
け
、
則
巳
ノ
年
6
、
若
松
ぢ
指

上
け
覚
書
写
、
川
内
船
持
中
・ろ
指
上

ケ
申
件
願
書
控
此
度
指
上
申
吟
、
以

上

享
保
十
三
年
五
月

飯
塚
船
庄
屋

権

内

川
嶋
船
庄
屋

利

七

幸
袋
船
庄
屋

平

次

郎

鯰
田

船
庄
屋

伊

八

直
方
船
庄
屋

次

六

木
屋
瀬
船
庄
屋

助

八

植
木
船
庄
屋

兵

作

山
鹿
船
庄
屋

伊

右

衛

門

井

上

九
太
夫

様

こ
れ
は
飯
塚
を
は
じ
め
遠
賀
川
筋
八
か
所
の
船
庄
屋
か
ら
芦
屋
代
官
井
上
九
太
夫

に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
年
八
月
か
ら
貢
米
を
輸
送
し
、
そ
れ
が
終
る
春
に
な

れ
ば
古
来
か
ら
売
買
の
荷
物
を
小
倉

・
下
関

へ
運
漕
し
た
が
、

四
年
以
前
巳
の
年

(享
保

一
〇
年
)
よ
り
若
松
が
洲
口
を
さ
し
留
め
、
船
持
中
難
儀
に

つ
き
前
々
通
り

に
し
て
ほ
し
い
と
そ
の
と
き
お
願
い
し
た
が
増
が
明
か
な
か

っ
た
。
何
分
前
々
通
り

に
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
若
松
側
は
、
以
前
と
同
じ
よ
う
な
主
張
を
く
り
返
し
て
い
る
。

一
、
川
筋
船
持
中
6
差
上
申
件
願
書
、
御
見
せ
被
為
遊

一
覧
仕
け
、
乍
慢
此
段

ハ
海
川
之
分
り
御
座
玲
得
宅
、
川
船

ハ
川
内
積
場
高
受
持
居
申
、
川
内
之

積
方
を
以
渡
世
仕
儀

二
御
座

け
、
若
松
船

ハ
海
上
之
働
ヲ
以
渡
世
仕
儀

二

御
座
吟
故
、
往
古
6
穀
物

・
荷
物
と
も

一一
積
替
、
下
関

・
小
倉
江
漕
送
仕

け
、
尤
十
五
六
ケ
年
以
前
宅
川
船
之
船
頭
井
若
松
之
者
相
対

二
う
上
前
銀

を
取
、
間

二
ハ
川
船
沖
海
江
差
通
シ
為
せ
け
儀
も
御
座
汁
得
共
、
左
様

二

仕

η
舜
ハ
、
舟
継
場
所
狼

二
相
成
、
定
法
相
立
不
申
吟
二
付
、
十
五
六
ケ

年
以
来

ハ
、
川
内
船
通
し
不
申
け
、
髪
元
之
船
に
て
定
法
之
通
諸
荷
物
積

替
申
け
事

一
、
御
存
知
被
為
遊
け
通
、
御
制
札

二
も
船
継
場
所
之
御
札
立
居
申
儀

ハ
、
紛

無
御
座
吟
、
夫
故
、
下
関
江
就
御
用
福
岡
御
役
人
様
方
御
越
之
節
、
井
御

用
之
御
文
箱
、
共

二
幾
度
も
若
松
船

二
う
相
勤
申
け
事

一
、
川
内
船
沖
海
江
出
申
儀
難
成
御
座
吟
て
、
此
以
後
枕
崎
迄
積
参
、
新
蔵
納

之
御
米
、
同
所
6
若
松
船

二
う
積
替
申
様

二
被
為
遊
被
下
件
様

二
と
、
川

船
持
中
6
之
口
上
書

二
相
見

へ
申
吟
、
惣
体
川
内
舟
御
米
積
下
り
申
節
、
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小
潮

二
て
御
座
け
得
宅
、
三
ッ
頭
通
不
申

二
付
、
大
潮
時
を
考
、
川
之
内

6
積
出
申
儀

二
御
座
吟
、
夫
故
新
蔵
出
之
御
米

ハ
、
大
形

一
同

二
出
申
儀

二
御
座
吟
、
是
又
貴
公
様
御
代
官
米
井
新
蔵
出
之
御
米
共

二
、
時

二
よ
り

込
合
申
儀
も
可
有
御
座
件
、
左
様
之
節
、
積
方
少
ζ
延
引
仕
吟
連
も
若
松

船

二
蓼
枕
崎
6
積
替
申
様

二
被
為
仰
付
被
下
吟
ハ
＼
、
難
有
奉
存
上
、
御

受
申
上
、
積
方
仕
汁
様

二
舟
持
中

二
て
可
申
聞
吟
、
左
件
ハ
＼
枕
崎
ぢ
之

運
賃
古
来
極
之
通
、
壱
俵

二
付
四
合
宛
若
松
船
受
取
吟
様

二
被
仰
附
可
被

下
け
事

一
、
御
上
下
之
節
其
外
共

二
、
若
松
6
御
役
目
勤
上
吟
様
被
為
仰
付
被
下
け
様

二
と
、
川
内
6
口
上
書

二
相
見
申
吟
、
御
存
知
被
為
遊
η
通
、
御
上
下
之

節

ハ
、
若
松
之
儀

ハ
有
船
有
人
不
残
指
出
御
役
目
相
勤
来
け
、
此
段

ハ
川

内
船
持
中
往
古
6
存
知
居
申
儀

二
御
座
吟
処
、
唯
今
右
之
願
書
等
指
上
申

儀

ハ
乍
捏
如
何

二
奉
存
上
怜
、
若
松
之
儀
宅
浦
並
之
御
菜
銀
毎
年
上
納
仕
、

其
上
御
上
下
之
本
水
夫
拾
人
往
古
6
指
出
来
り
申
吟
、
右
水
夫
雇
立
之
賃

銀
等
も
余
分

二
入
申
儀

二
御
座
け
、

ケ
様
之
儀
も
存
不
申
、
川
内
船
持
中

よ
り
不
謂
口
上
書
指
上
申
段

ハ
、
不
了
簡
之
儀
と
乍
惇
奉
存
件
、
右
申
上

吟
通
、
川
内
舟
沖
海
江
出
申
吟
う

ハ
、
舟
継
場
所
狸

二
相
成
、
第

一
若
松

所
中
之
者
、
古
来
よ
り
之
渡
世
を
失
申

二
付
、
何
分

二
も
川
船
沖
海

二
出

申
儀

ハ
相
成
不
申
儀

二
御
座
吟
、
委

細

ハ
御
存
知
被
為
遊
け
通

二
御
座

吟

間
、
右
之
趣
被
仰
上
可
被
下
怜
、
以
上

若

松

庄

屋
市

左

衛

門

享
保
十
三
年
六
月

同

所

年

寄

川

嶋

左

助

樋

正

五

郎

こ
の
論
争
の
結
末
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
か

つ
て
野
口
氏
は
、

そ
の
後
川
船
の
海
上
渡
航
及
び
若
松
が
そ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
示
す
史
料

が
な
く
、
特
に
専
売
制
施
行
以
後
は
川
船
の
海
上
渡
航
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
も

っ

て
、
若
松
の
言
い
分
が
認
あ
ら
れ
て
川
船
の
海
上
渡
航
が
全
面
的
に
停
止
せ
し
め
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
次
の
二

つ
の
事
例
を

見
て
よ
よ
う
。

一
寛
延
二
年
巳
七
月
廿
四
日
之
夜
、
当
所
洲
口
石
炭
積
川
船
弐
艘
抜
出
け
ヲ
、

洲
口
番
井
葉
山
屋
貞
吉
見
当
リ
、
追
掛
押
留
相
改
η
処
、
石
炭
六
百
廿
四
俵

積
込
居
申

二
付
、
貞
吉
方
江
取
上
脅
段
、
申
出
吟
、
尤
石
炭
之
義

ハ
公
ケ
之

才
判
致
け
様

二
兼

萄
申
来
居
吟
二
付
、
其
船
之
船
頭

ハ
積
荷
上
ケ
さ
せ
、
直

二
追
払
件
様
二
申
付

汁
、
右
石
炭
、
何
分
二
可
申
付
哉
と
追
ζ
申
出
件
処
、

石
炭
六
百
廿
四
俵
内
三
歩

一
ハ
見
当
リ
件

者
、
廿
歩

一
ハ
右
預
主
江
被
下
脅
、

相
残
分

ハ
所
入
払

二
可
申
付
由
申
来
ル
ニ
付
、
其
通
申
付
吟

〔
寛
延
二
年

〕
九
月
三
日
之
夜
半
過
、
洲
口
抜
船
有
之
、
当
番
和
田
伊
助
見

当
り
、
致
詮
議
η
処
、
当
所
徳
三
郎
船

二
鞍
手
郡
大
隈
村
又
市
米
五
拾
俵
、

同
郡
植
木
村
藤
吉
米
百
拾
九
俵
積
込
居
申

二
付
、
早
速
積
上
ケ
さ
せ
申
出
件

二
付
、
則
竹
屋
伝
六
蔵

二
入
さ
せ
置
、
福
岡
江
及
注
進
け
処
、

〔中
略
〕
洲

口
番
人
江
青
銅
壱
貫
五
百
文
拝
領
被
仰
付
、

〔中
略
〕
右

〔船
宿
〕
市
次
郎

.

徳
三
郎
洲
口
江
三
日
晒
さ
れ
、
右
抜
米

ハ
鞍
手
郡
中
秋
免
村
江
配
当
、
春
免
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ヲ
以
御
納
方
仕
峰
様

二
被
仰
付

〔後
略

〕

右
の
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
川
船

の
海
上
渡
航

の
試
み
が
発
覚
し
て
藩
に

よ
り
罰
せ
ら
れ
て
お
り
、
野
口
氏

の
言
う
通
り
若
松

の
言
い
分
は

一
応
認
め
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
う
い
っ
た
問
題

が
起
き
た
場
合
の
対
処
法
に
厳
密
な

規
定
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、

そ
の
都
度
藩
側
で
審
議
し
て
適
当
な
結
論
を
出

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
お
お
ざ

っ

ぱ
に
、
川
船
が
海
上
に
出
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
原
則
が
で
き
て
い
た
程
度
で
あ
ろ

う
Q一

方
、
若
松

の
者
が
直
方

・
木
屋
瀬

・
飯
塚
辺
ま
で
出
向
い
て
旅
人
を
若
松

へ
連

れ
越
す
こ
と
も
あ

っ
た
よ
う
で
、
延
享
二
年

(
一
七
四
五
)
五
月
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
禁
止
と
な

っ
て
い
る
。

一
若
松
之
者
、
直
方

・
木
屋
瀬

・
飯
塚
辺
迄
出
浮
、
旅
人
ヲ
若
松
江
連
越
峰
儀
、

停
止

二
け
、
黒
崎
江
出
浮
、
同
所
之
者
共
申
談
、
旅
人
若
松
船

二
乗
け
儀

ハ

勝
手
次
第
、
双
方
申
談
次
第
た
る
へ
き
巽

結
局
、
若
松
船
と
川
船
と
の
、
農
民
的
商
品
流
通
を
担
う
も
の
同
士
の
争
論
は
、

活
動
を
海
と
川
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
内

に
と
ど
め
る
と
い
う
基
本
的
原
則

へ
帰

着
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
ろ
、
例
え
ば
飯
塚
の
古
川
孫
兵
衛
と
い

う
者
が

一
〇
〇
石
積
の
観
音
丸
と
い
う
海
上
渡
航
船
を
若
松
に
所
有
し
て
い
た
例
も

あ
樋
、
川
筋
の
農
民
的
流
通
を
担
う
者
が
そ
う
い

っ
た
か
た
ち
で
海
上
輸
送
に
進
出

し
て
い
た
と
い
う
側
面
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

野
口

「近
世
中
期
北
九
州
海
上
輸
送
権
を
あ
ぐ
る
争
論
に
つ
い
て
」(前
掲
)
六
頁

同
前
六
-
七
頁

若
松
恵
比
須
神
社
所
蔵
松
井
家
記
録

「公
用
録
」
。
本
史
料
は
、

『若
松
市
史
』
前
編

に
収
録

さ
れ

、
野

口

「
近
世
中
期
北
九
州
海
上
輸
送
権
を
め
ぐ

る
争
論

に

つ
い
て
」

(
前

掲

)
に
お

い
て

「
要
用
録
」
と

い
う
史
料
名

で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ

て
い
る
史
料
で
あ
る
。

本
稿

で
史
料
名
を

「
公
用
録
」
と
し
た

の
は
以
下

の
理
由

に
よ
る
。
本
史
料

の
表
紙
は
破

損

に
よ
り
、
表
題

の
う
ち
最
初

の

一
文
字

の
大
部
分
が
見
え
な

い
。
二
文
字
目

以
下
は
明

瞭

に

「
用
録
」
と
記

さ
れ

て
い
る
。
野

口
氏

は

一
文
字
目
を

「
要
」
と
推
測

さ
れ
た

の
で

あ
ろ
う
が
、

一
文
字
目

の
残
さ
れ
た
部
分

は
、

「
要
」

の
字

の

一
部
分

で
あ
る
よ
う

に
は

見
え
な
い
。

一
方

、
本
史
料
は
若
松
庄
屋
松
井
家
所
有
か
ら
若
松
漁
業
協

同
組
合

の
所
有

を
経
て
、
昭
和
十
五
年
九
月

に
若
松
恵
比
須
神
社

に
奉
納

さ
れ

た
も
の

で
あ
る
が
、
そ

の

際
、
本
史
料
専
用

の
収
納
箱

に
収
め
ら
れ

、
そ
の
箱

の
蓋

に
は

「
公
用
録
」
と
記
し

て
あ

る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
本
史
料
を

「
公
用
録
」
と
称
す

る
も

の
で
あ
る
。

「
公
用
録
」

は

長
帳

で
御
用
留
の
類

で
、

『
若
松
市
史
』

に
よ
れ

ば
、

「当
地

の
確
実
な
る
史
料
と
し

て
、

幾
多
決
裁
上

の
証
拠

と
な

れ
る
事
あ

り
し
と

云
ふ
」

(
前
編

四
四
五
頁
)
。
収
載
記
事

の

年
代
は
、
元
禄
頃

か
ら
天

明
頃

ま
で
の
、
近
世
中
期

が
主

で
あ
る
が
、
中

に
は
初
期
や
幕

末
期

の
記
事

も
あ
る
。
本
稿

で
以
下

に
掲
載
す

る
諸

記
事
は
す

で
に

『
若
松
市
史
』
や
野

口
論
文
に
お
い
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
も

の
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
ら
に
は
誤
り
も
少
な
く
な

い
の
で
、
改
め
て
こ
こ
に
掲
載
す

る
こ
と
と

し
た
。

「
黒
崎
記
録
」

(
『
八
幡
市
史
』

一
〇

一
ー

一
〇
二
頁
)

「
公
用
録
」

「
黒
崎
記
録
」

(
『
八
幡
市
史
』

一
〇

一
頁
)

同
前

一
〇
二
頁

「
公
用
録
」
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同
前

「
公
用
録
」

野
口
、
前
掲

(
1
)
七
頁

中
井

信
彦

『
幕
藩
社
会
と
商
品
流
通
』

(
一
九
六

一
年

、
塙
書
房
)
二
二
二

-
二
二
四

頁
。
ち
な
み

に
、
野

口
氏

に
よ
れ
ば

、
の
ち

の
藩
専
売

の
多
く
が
若
松
商
人

の
手
を
通
じ

て
経
営
さ
れ

て
い
る

(
同
前
八
頁
註

(
17
)
)
。

野

口
、
前
掲

(
1

)
七
頁

「
公
用
録
」

同
前

同
前

同
前

同
前

野

口
、
前
掲

(
1
)
四
頁

(
21
)
松
原
伍
藤
氏
所
蔵

、

「
若
松
集
録
」

二

「
公
用
録
」
、

「
若
松
集
録
」

一

「
若
松
集
録
」

二
。
享
保

一
五
年

(
一
七

三
〇

)
頃

の
事
例

で
あ

る
。

を
買
い
求
め
波
津
浦

・
鐘
崎

・
勝
浦

(塩
浜
共
)

・
津
屋
崎

・
福
間

・
新
宮

.
奈
多

(塩
浜
共
)
の
各
浦

へ
売
り
渡
し
た
い
と
願
い
出
た
。
そ
の
結
果
藩
か
ら
許
可
が
お

り
て
、
芦
屋
船

一
四
艘
と
芦
屋
今
浦

の
船
八
艘

に
積
み
出
し
許
可
の
船
札
が
下
さ
れ

旭
・こ

こ
で
は

一
八
世
紀
初
頭
の

「続
風
土
記
」
の
段
階
か
ら

一
歩
進
ん
だ
状
態
が
記

さ
れ
て
い
る
。
即
ち

「続
風
土
記
」
に
お
い
て
石
炭
は
地
元
の
農
民
が
水
風
呂
の
釜

に
た
く
程
度
の
も
の
で
あ

っ
た
の
が
、
享
保
期
と
も
な
れ
ば
遠
賀
郡
に
お
い
て
漁
船

の
篝
火
用
な
ど
と
し
て
需
要
が
高
ま

っ
て
き
て
お
り
、
同
郡
内
の
石
炭
だ
け
で
は
足

り
ず
、
他
郡

・
他
領
に
ま
で
求
め
る
に
至

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
の
事
例
も
同
様
で
あ
る
。
宗
像
郡
勝
浦
村

で
は

一
、
塩
焼
石
之
儀
、
数
十
年
以
来
、
芦
屋
6
直

二
参
来
候
処
、

〔虫
喰
〕
享
保

十
乙
巳
十
二
月
、
今
古
賀
村
大
庄
屋
彦
三
郎
、
郡
中
大
庄
屋
中
相
談
仕
、
芦

屋
川
口
江
積
出
シ
申
、
焼
石
御
留
メ
被
下
候
様

二
御
願
申
上
候

二
付
、
同
人

願
之
通
被
仰
付
、
塩
焼
百
姓
中
甚
以
難
儀

二
指
及
申
候

二
付
、
御
郡
代
味
岡

団
右
衛
門
殿
江
右
之
通
願
上
候
得
共
、
相
叶
不
申

〔後
略
〕

「52「

四
、
石
炭
の
商
品
的
流
通
の
開
始

と
い
う
状
況
で
あ

っ
た
。
し
か
し
郡
代
が

右
に
み
た
よ
う
な

一
八
世
紀
以
降

の
農
民
的
流
通
の
展
開
の
中
で
、
石
炭
流
通
も

そ
れ
と
軌
を

一
に
し
て
展
開
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

石
炭
流
通
に
関
す
る
史
実

の
初
見
は
享
保
五
年

(
一
七
二
〇
)
で
あ
る
。
同
年
七

月

一
三
日
、
芦
屋
沖

の
平
太
船
持
主
か
ら
、
遠
賀
郡
の
焼
石
が
払
底
し
て
近
村
の
漁

船
が
篝
火
な
ど
を
焚
く
の
に
難
儀
し
た
の
で
豊
前
赤
池
と
鞍
手
郡
赤
地
両
所
で
焼
石

拙
者
儀
、
存
寄
有
之
候
間
、
其
方
事
、
乍
苦
心
、
豊
前
御
領
二
参
り
、
同
御
領
、

大
庄
屋
方
江
相
談
仕
候
う
、
芦
屋
川
口
積
出
之
証
拠
申
請
候
う
、
其
証
拠
ヲ
以

て
当
御
領
鞍
手
郡
御
徳
村
、
赤
池
村
両
所
之
焼
石
買
調
江
積
廻
シ
候
様

二
可
仕

候



と
い
う
計
ら
い
を
し
て
く
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
従

っ
て
大
庄
屋
上
野
助
右
衛
門
方
で

「
証
拠
」
を
も
ら
い
、
芦
屋
代
官
井
上
九
太
夫

に
見
せ
、
焼
石

一
万
五
千
斤
を
買
う

こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
延
享
二
年

二

七
四
五
)

=

月
に
な
る
と
、
津
屋
崎
塩

浜
の
百
姓
団
七
が
、
御
徳
村
か
ら
焼
石
を
芦
屋

ま
で
積
み
下
ろ
す
た
あ
の
川
?
を
調

え
る
に
至
り
、
川
舟
奉
行
の
改
め
を
受
け
、
自
由
に
積
み
下
し
を
許
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
元
文
元
年

(
一
七
三
六
)
、
鞍
手
郡
勝
野
村

の
次
郎
吉
と
い
う
者
が
藩

か
ら
他
国
出
炭
改
、
す
な
わ
ち
焼
石
目
付
に
命
じ
ら
れ
、
ま
た
福
岡

へ
石
炭

(今

で

言
う
コ
!
ク
ス
)
を
送
る
買
元
を
許
さ
れ
た
。
嘉
麻

・
穂
波

・
鞍
手

・
遠
賀
四
郡

の

石
炭
を
み
だ
り
に
領
外

へ
出
す
こ
と
を
取
り
締
ま
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
諸
村

か
ら
船

で
石
炭
を
取
り
寄
せ
る
場
合
に
は
そ
の
村
の
庄
屋
が
出
す

「
川
証
拠
」
が
な

け
れ
ば
船
を
通
さ
な
い
規
定

に
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
次
郎
吉
の
職
務
は
長
続
き
せ

ず
、
翌
元
文
二
年

=

月

一
七
日
に
辞
職
許
可
が
出
て
い
る
。

鞍
手
郡
勝
野
村
次
郎
吉
、
石
炭
支
配
被
仰
付
置
候
処
、
今
程
石
掘
申
人
柄
少
く

候
に
付
、
福
岡
廻
も
不
得
仕
候
間
、
右
支
配
御
免
願
出
候
、
願
之
通
御
免
被
仰

付
候

「石
掘
申
人
柄
少
く
」
や

「福
岡
廻
も
不
得
仕
」
と
い
っ
た
文
言
は
こ
の
地
域
で
の

石
炭
業
の
不
振
を
思
わ
せ
る
が
、
同
じ
年
の
粕

屋

・
那
珂

・
席
田
郡
の
状
況
を
記
し

た
次
の
史
料
は
ま

っ
た
く
対
照
的
な
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

囚

御
郡
6
石
炭
売

二
両
市
中

へ
入
込
け
者
御
定
触
之
事

元
文
二
丁
巳
歳
三
月
廿

一
日

御
郡
方
6
参
手
紙
写

一

粕
屋

・
那
珂

・
席
田
よ
り
石
炭
持
出

シ
売
け
百
姓
多
ク
、
田
作
障

二
相
成

件
二
付
、
右
三
郡
共

二
五
拾
歳
以
上
之
者
斗
提
札
持
、
石
炭
売
ら
せ
可
申

脅
、
若
無
札
之
者
6
買
取
申
吟
炭

ハ
取
戻
シ
申
付
吟
、
尤
炭
直
段
壱
俵

二

付
四
拾
文
ヲ
高
直
に
申
付
件
、
こ
や
し
替
け
儀

ハ
尤
老
若
共

二
無
障
リ
、

こ
や
し
田
子
ノ
上

二
召
置
、
俵

ハ
不
仕
替
取
吟
様

二
と
申
付
、
其
外
法
違

二
吟
も
の
ハ
見
合
取
上
怜
筈

二
御
座
吟
間
、
御
町

へ
御
触
出
シ
可
被
下
鞭
、

以
上

右
之
趣
、
御
当
職
申
上
吟
資
相
極
け
事

粕
屋

・
那
珂

・
席
田
郡
で
は
石
炭
を
持
ち
出
し
て
福
岡

・
博
多
両
市
中

へ
売
る
百

姓
が
多
く
、
耕
作
に
支
障
を
来
し
て
い
る
ほ
ど
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
石
炭
を
売
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
五
〇
歳
以
上
の
者
の
み
と
し
、
提
札
を
持

っ
て
い
な
い
者
か
ら
は

買
い
取
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
た
石
炭
を
肥
と
交
換
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
二

つ
の
史
料
を
合
わ
せ
て

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
福

岡

へ
の
石
炭
は
従
来
石
炭
業
の
先
発
的
な
遠
賀
川
流
境
か
ら
送
ら
れ
て
い
た
が
、
福

博
市
場
で
の
需
要
の
高
ま
り
に
と
も
な

っ
て
、
こ
の
年
頃
に
な
る
と
後
発

の
粕
屋
郡

な
ど
で
そ
の
生
産
が
高
ま
り
、
福
博
市
場
に
関
す
る
限
り
、
距
離
が
近
い
と
い
う
条

件
も
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
郡
が
遠
賀
川
流
域
を
凌
ぐ
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
粕
屋
炭
も
、
他
地
域
か
ら
買
い
付
け
に
来
る
よ
う
に
な
る
の

に
そ
う
年
数
は
か
か
ら
な
か

っ
た
。
明
和
九
年

(
一
七
七
二
)
に
は
、
表
粕
屋
郡
の

石
炭
を
筑
後
か
ら
年
来
買
い
に
き
て
い
る
が
、
近
来
に
至

っ
て
余
分
に
売
り
す
ぎ
て

い
る
の
で
さ
し
留
あ
よ
と
郡
奉
行
か
ら
差
図
が
出
て
い
る
。

さ
て
延
享
三
年

(
一
七
四
六
)
、
小
倉

の
福
岡
藩
御
用
達
鍋
屋
五
兵
衛
か
ら
、
鞍

手
郡
の
石
殻

(石
炭
に
同
じ
)
を
年
に
五
〇
〇
〇
俵
ず

つ
買
い
取
り
た
い
旨
願
い
出

た
。
藩
の
方
か
ら
鞍
手

・
遠
賀
両
郡
大
庄
屋
の
意
見
を
聞
く
と
、
鞍
手
郡
の
大
庄
屋

一
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ど
も
は
石
殻
が
他
国

へ
移
出
す
る
と
郡
内
の
石
殻
が
高
値
に
な
り
百
姓
ど
も
が
不
勝

手
に
な
る
と
い
っ
て
反
対
し
た
が
、
遠
賀
郡
の
大
庄
屋
ど
も
は
、
鞍
手
郡
の
大
庄
屋

は
そ
の
よ
う
に
言
う
が
実
際
に
は
同
郡

の
石
殻

は
内
々
芦
屋

・
若
松
洲
口
へ
積
み
出

さ
れ
、
下
関
や
小
倉
で
は
筑
前
国
の
石
殻
は
自
由
に
売
買
さ
れ
て
い
る
の
で
か
ま
わ

な
い
と
し
た
。
鞍
手
郡
の
大
庄
屋
に
聞
き
た
だ
す
と
、
申
し
分
が
立
た
ず
、
三
〇
〇

〇
俵
な
ら
差
障
り
な
し
と
答
え
た
の
で
、
結
局
翌
延
享
四
年
、
三
〇
〇
〇
俵
の
石
殻

を
小
倉
の
鍋
屋
に
売
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
翌
延
享
五

(寛
延
元
)
年
か
ら
は

石
炭
五
〇
〇
〇
俵
積
み
出
し
の
許
可
を
得
、
運
上
銀
七
〇
目
を
出
し
て
い
る
。
な
お

鍋
屋
は

「洲
口
出
御
免

二
付
運
上
銀
別
段

二
上
納
」
す
る
の
で

「洲
口
運
上
」
は
取

ら
れ
な
い
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
の
延
享
五
年
三
月
、
鞍
手
郡
直
方
町
の
船
庄
屋
與
次
兵
衛
と
博
多
桶
屋
町
の
赤

間
屋
助
兵
衛
と
が
連
署
し
て
、
鞍
手
郡
の
石
殻
を
福
博

へ
廻
し
、
下
値
に
商
売
す
る

こ
と
を
願
い
出
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
許
す
と
実
際
は
福
博

へ
廻
る
分
は
少
な
く
小

倉

・
瀬
戸
内
海
辺

へ
廻
る
分
が
多
く
な
り
、

「
鞍
手
郡
人
の
利
益
と
は
な
ら
ず
願
主

え
の
益
と
な
る
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
の
で
」
、
不
許
可
に
な

っ
た
。

寛
延
三
年

(
一
七
五
〇
)
に
は
下
関
の
野
上
屋
彦
左
衛
門
か
ら
、
石
炭
三
〇
〇
〇

俵

の
積
み
出
し
許
可
願
い
が
あ

っ
た
。
鞍
手
郡

に
問
い
合
わ
せ
る
と
、
差
障
り
な
し

と
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
、
許
可
さ
れ
た
。
そ

の
際
野
上
屋
は
銀
四
二
匁
の
運
上
銀

上
納
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
鍋
屋
の
五
〇
〇
〇
俵
に
つ
き
銀

七
〇
匁
と
い
う
率
に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
。

明
和
年
間
に
な
る
と
、
若
松
の
庄
屋
和
田
佐
平
が
石
炭
を
製
塩
に
用
い
る
こ
と
を

案
出
し
、
周
防
三
田
尻
に
輸
出
し
た
。
は
じ
め
は
製
塩
業
者
が
石
炭
を
焚
く
方
法
を

知
ら
ず
佐
平
も
そ
れ
を
説
明
す
る
知
識
と
経
験

に
乏
し
か

っ
た
た
め
、
海
中
に
投
棄

し
て
帰
国
し
た
が
、
の
ち
に
佐
平
は
鉄
網
を
用

い
て
燃
焼
す
る
方
法
を
案
出
し
、
再

び
製
塩
業
者
に
石
炭
を
送

っ
て
好
結
果
を
得
、
そ
の
後
製
塩
業
者
の
間
で
大
い
に
石

炭
需
要
が
高
ま

っ
た
と
い
う
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ

っ
て
か
、
同
じ
頃
福
博
市
中
で
は
石
炭
が
払
底
し
高
値
と

な
っ
て
問
題
と
な

っ
て
い
た
。
そ
こ
で
明
和
九
年
八
月
、
福
岡
湊
町
加
瀬
屋
利
八
は

「
芦
屋
廻
リ
石
炭
問
屋

二
被
仰
付
被
下
吟
ハ
＼
追

ζ
仕
入
も
仕
、
余
分
積
廻
シ
怜

ハ
＼

下
値

二
も
可
相
成
吟
」
と
藩

に
申
し
出
、
運
上
銀
を
年

に
三
〇
匁
ず

つ
上
納
す
る
こ

と
で
そ
の
許
可
を
得
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

一
八
世
紀
に
入
る
と
農
民
的
商
品
流
通
の

一
環
と
し
て
石
炭
流

通
が
始
ま
り
、

一
八
世
紀
中
ご
ろ
と
も
な
る
と
か
な
り
の
規
模
の
石
炭
が
藩
外

へ
流

出
す
る
に
至

っ
た
。
さ
ら
に

一
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
十
州
塩
田
と
リ
ン
ク
し
た
形

で
の
流
通
が
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
藩
外

へ
の
流
出
が
多
く
な
る
と
、

福
博
市
中
で
は
石
炭
払
底
、
高
値
と
い
う
問
題
が
起
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

(
1
)

「
筑
前
炭
坑
史
料
」

(
『
福
岡
県
史
料
叢

書
』
第
七

輯

、

一
九

四
九
年

)

一
七
頁

、

『
福
岡
県
史
』
第

二
巻
下
冊

(
一
九
六
三
年

)
二
三
四
頁
、

『
芦
屋
町
誌
』

(
一
九

七

二

年

)
二
八
八
頁

(
2
)

(
3
)

(
4

)

「
勝
浦
村
字
塩
浜
築
立
切
開

一
切
写
簿
」

(
木
村
俊
隆
編

『
宗
像

の
塩

浜
』

二
二
…
二
四
頁
、
自
費
出
版
、

一
九
八
三
年
)

(
5
)

『
宗
像

の
塩
浜
』
八
四

ー
八
五
頁

(
6
)

「
筑
前
炭
坑
史
料
」

一
七

t

一
八
頁
、

『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊

二
三

四
-
五
頁

、

『
芦
屋

町
誌
』

二
八
八

-
二
八
九
頁

(
7
)

「
筑
前
炭
坑
史
料
」

一
八
頁
、

『
福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
二
三
五
頁

(
8
)

「
博
多
津
要
録
」
巻

一
一

(
一
九
七
六
年
、
西
日
本
文
化
協
会
、
第

二
巻

一
二
頁

)

(
9
)

(
10
)
前
掲

「
筑
前
国
続
風
土
記
」

「
土
産
考

燃
石
」

の
項
参
照
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(
11
)

『
御
仕
立
炭
山
定
』

(
一
九
七
八
年
、
福
岡
大
学
研
究
所
)
四
頁

(
12
)

「
筑
前
炭
坑
史
料
」

一
八
頁

、

『
福
岡
県
史
』

第

二
巻
下

冊

二
三

五

1
二
三
六

頁
、

『芦
屋

町
誌

』
二
八
九
頁

「
筑
前

炭
坑

史
料
」

一
八
頁

「
若
松

集
録

」
二

「
筑
前
炭
坑
史
料

」

一
八
頁

(
12
)
に
同
じ

『
若
松
市
誌

』

(
一
九
二

一
年
)

}
一
七

ー

一
一
八
頁

『
御
仕
立
炭
山
定

』
四

ー
五
頁

五

、

近
世
中
期
に
お
け
る
遠
賀
川
水
系
の

改
修

・
開
削
工
事
と
遠
賀
堀
川
の
開
通

と
こ
ろ
で
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
中
期
に
は
、
初
期
に
計
画
し
な
が
ら

果
せ
な
か

っ
た
河
川
改
修
な
ら
び
に
開
削
工
事
が
次
々
と
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

は

一
方
で
は
藩
財
政

の
逼
迫
に
伴
う
貢
粗
の
増
徴
と
、
他
方

で
は
商
品
流
通
の
拡
大

か
ら
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
時
期
全
国
的
に
も
普
遍
的
な
こ
と
で
あ
っ

た
。ま

ず
延
享
元
年

(
一
七
四
四
)
に
は
古
賀
村

以
下
の
遠
賀
川
本
流
を
、
猪
熊

・
島

津
間
を
通
す
工
事
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
遠
賀
川
本
流
は
現

コ
ー
ス
に
確
定
し
た
。

ま
た
寛
延
二
年

(
一
七
四
九
)
に
は
、
結
果
的

に
は
成
功
し
な
か

っ
た
が
二
日
市
～

博
多
洲
口
間
の
堀
川
計
画
が
再
燃
、
同
四
年
か
ら
足
か
け
三
年
に
わ
た
り
工
事
が
行

わ
れ
た
。
そ
し
て
寛
延
三
年
、
遠
賀
堀
川
の
工
事
再
開
計
画
が
起
り
、
宝
暦
元
年

(
一
七
五

一
)
起
工
、
同

一
二
年
完
成

、
同

=
二
年
開
通
の
運
び
と
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
完
成
し
た
堀
川
で
は
、
宝
暦

=
二
年
か
ら
川
損
料

(通
船
料
)

と
し
て
、
公
私
用
と
も
に

一
艘
に

つ
き
三
〇
文
ず

つ
を
車
返
に
お
い
て
徴
収
す
る
こ

と
と
し
た
。
当
初

一
か
年
の
通
船
数
は
三
、

一
五
〇
艘
余

で
あ

っ
た
。
堀
川
水
運
の

全
盛
期
で
あ

っ
た
明
治
三
〇
年
頃
の
年
間
通
船
数
が
十
二
、
三
万
艘
で
あ

っ
た
か
ら
、

そ
れ
と
は
比

べ
も
の
に
な
ら
な
い
が
、
若
松

へ
行
く
の
に
江
川
を
通
る
よ
り
は
格
別

に
近
く
、
そ
の
上
潮
の
差
引
が
な
く
通
れ
る
の
で
、
三
〇
文
を
出
し
て
も
船
方
に
と
っ

て
は
甚
だ
勝
手
が
良
か

っ
た
。

「川
損
料
」
と
い
う
語
は
、
船
が
幅

の
狭

い
水
路
に

ぶ

つ
か
り
な
が
ら
通
り
、
川
を
損
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。
な
お
損
料
は
明
和

五
年

(
一
七
六
八
)
か
ら

一
艘
に
つ
き
五
〇
文
と
な

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
明
和
二
年
二
月
に
は
、
堀
川
管
理
上
の
ル
ー
ル
と
も
言
う
べ
き

「
堀
川

筋
条
目
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

堀
川
御
条
目
写

堀
川
筋
条
目

一
川
内
為
損
料
通
船
壱
艘
二
付
銭
五
拾
文
○
請
取
跨
動
切
手
相
渡
置
、
帰
船
之

節
ハ
右
之
切
手
相
改
吟
資
指
通
可
申
事

一
通
船
夜
中
二
切
抜
内
狸
二
通
さ
せ
申
間
敷
η
、
但
無
拠
就
急
用
罷
通
件
節

ハ

其
趣
承
届
、
指
通
可
申
事

一
川
内
普
請
又
t
依
水
加
減
唐
戸
鎖
吟
節
ハ
、
堀
川
之
上
下
二
印
相
立
可
申
事

一
通
船
之
数
壱
ケ
月
切
二
指
出
可
致
吟
事

一
土
手
筋
打
開
蒔
物
致
さ
せ
申
間
敷
け
事

一
堀
川
水
村
・～
江
配
当
無
甲
乙
可
令
才
判
事

一
土
手
筋
田
地
水
取
二
百
性
銘
　
自
由
二
土
手
切
崩
さ
せ
申
間
敷
件
事

但
土
手
切
抜
水
取
不
申
う
難
斗
所
ハ
、
遂
詮
儀
無
指
支
様
二
水
取
ら
せ
可
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申
事

一
土
手
筋
牛
馬
繋
か
せ
申
間
敷
η
事

一
吹
上
井
樋
口
魚
取
け
た
め
水
汲
干
件
儀
停
止
之
事

一
土
手
筋
無
油
断
相
廻
り
、
不
丈
夫
之
処
於
有
之
宅
、
早
速
其
所
抱
村
ζ
江
申

届
、
其
村
夫
を
以
取
繕
之
儀
可
致
才
判
吟
、
自
然
急
場
之
破
損
等
有
之
其
所

村
夫

二
う
難
及
手
節
ハ
、
近
村
之
夫
召
仕
可
申
吟
、
尤
郡
夫
立
用
可
申
附
件

事
一
唐
戸
番
井
井
手
番
勤
方
之
儀
、
別
紙
定
書
之
通
相
守
脅
様
重
畳
可
申
談
吟
事

一
土
手
筋
定
書
前
相
背
件
者
見
当
け
ハ
、
、
不
拘
親
疎
名
附
仕
け
う
、
早
㌃
可

相
訴
件
事

右
之
条
ζ
堅
可
相
守
け
も
の
也

以
上
が
郡
奉
行
嶋
井
市
太
夫
か
ら
、
堀
川
受
持

(堀
川
を
管
理
す
る
者
の
役
職
名
)

で
車
返
在

の

一
田
久
作
宛
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
通
船
に
関
す
る
規
定
と
と
も
に
、

土
手
筋
の
維
持
に
関
す
る
規
定
が
多
い
こ
と
が
目
に
つ
く
。
こ
の
条
目
は
以
後
明
治

三
年

(
一
八
七
〇
)
ま
で
郡
奉
行
ま
た
は
堀
川
受
持
の
代
替
り
ご
と
に
確
認
が
と
ら

れ
、
必
要
に
応
じ
て
追
加
条
目
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。

な
お
、
右
条
目
中
に
あ
る
よ
う
に
、
唐
戸
番

・
井
手
番
に
対
し
て
は
、
別
紙
で
次

の
よ
う
な
定
書
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

覚

唐
戸
番

井
手
番

一
新
川
水
加
減

二
応
シ
、
唐
戸
揚
お
ろ
し
無
油
断
可
仕
件
、
勿
論
洪
水
之
節

ハ

中
柱
立
之
儀
、
解
怠
致
間
敷
怜
事

一
唐
戸
明
ケ
立

二
付
、
通
船
不
及
難
儀

吟
様
可
仕
け
事

一
井
手
所
見
繕
之
儀
、
唐
戸
番

・
井
手
番
共

二
申
談
、
不
絶
相
廻
り
、
不
丈
夫

之
儀
も
有
之
件
ハ
ゝ
、
車
返
役
所
江

可
申
出
件
事

一
洪
水
之
節

ハ
宗
社
山
水
吐
井
手
兼

濁
明
ケ
置
可
申
事

一
唐
戸
番
手
足
り
不
申
節
t
井
手
番
6
相
勤
可
申
事

さ
て
、
こ
の
堀
川
の
開
通
は
藩
東
部
の
流
通
の
結
節
点
で
あ
る
若
松

・
芦
屋

・
黒
崎

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
い
く
つ
か
の
史
料

に
よ
り
、
そ

の
様
子
を
窺

っ
て
み
よ
う
。

吉
田
堀
川
御
成
就

二
相
成
候
已
来
は
、
先
年
よ
り
宿
筋
駄
賃

二
て
黒
崎
之
様
に

出
来
り
候
荷
物
も
、
全
程
川
船

二
蜀
参
候
様
に
相
成
候

二
付
、
自
然

二
黒
崎
表

よ
り
積
出
之
諸
荷
物
も
相
減
し
候

二
付
、
同
所
船
持
申
渡
世
筋
立
相
兼

〔中
略
〕

又
若
松
は
先
年
御
米
御
積
立
所
等
、
盧
屋
よ
り
所
替
に
相
成
候
已
後
は
、
格
別

所
中
渡
世
筋
も
相
増

シ
、
其
上
堀
川
出
来
以
後
は
、
先
年
已
来
盧
屋
へ
積
下
シ
、

同
所
よ
り
諸
国
へ
積
出
荷
物
も
、
過
半
若
松
之
様

二
積
送
り
候
様

二
相
成
、
藍

屋
表
渡
世
を
失
ひ
候
た
け
は
、
若
松
之
賑
と
相
成
、
彼
是
渡
世
も
手
厚
く
相
見

へ

〔後
略
。
傍
点
筆
者
。
〕

近
来
吉
田
新
川
御
堀
抜
御
普
請
以
後
者
、
長
崎
糸
荷
類

・
諸
荷
物

・
旅
人
等
迄

も
飯
塚

・
木
屋
瀬
辺
よ
り
騰
に
う
若
松
之
様
に
参
り
、
若
松
に
φ
船
か
り
替
候

に
付
、
同
所
は
追
々
繁
昌
仕
居
申
候

〔中
略
〕
黒
崎
船
町
、
先
年
者
拾
五
六
反

帆
よ
り
八
九
反
に
か
け
四
拾
艘
余
も
御
座
候
、
其
後
明
和
年
中
迄
は
八
九
端
よ

り
六
反
帆
迄
廿
四
五
艘
も
居
申
候
得
共
、
近
年
船
働
無
御
座
、
段
々
衰
微
仕
、

船
数
も
減
少
仕
、
漸
々
拾
四
艘
に
相
成
居
申
候

〔後
略
〕
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以
上
の
よ
う
に
、
堀
川
の
開
通
は
若
松
に
は
繁
栄
を
も
た
ら
し
、

は
衰
退
に
向
か
う
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

逆
に
芦
屋

・
黒
崎

(
1
)

『
遠
賀
町
誌
』

五
四
-
五
五
頁

(
2
)
本
稿

第

一
章
注

(
8
)
参

照
。

(
3
)

(
4
)

(
5
)

「
福

岡
藩

民
政

誌
略
」
三
七
二
-
三

七
三
頁
、

「
筑
前
国
続
風
土
記
附

録
」

(上
巻

)
二
三

1
二
四
頁

(
6
)

一
田
七
平
家
文
書

「
堀
川
損
料

銭
発
端
よ
り
之
次
第
抜

書
」

(
7
)
同
前

(
8
)
同
前

「
堀
川
運
炭
　

通
下

景
況

調
査
表
」

(
9
)

(
7
)
に
同
じ
。

(
10
)

(
7
)
に
同

じ
。

(
11
)

一
田
七
平
家
文
書

「
堀
川

一
件
諸
記
録
」
所
収

(
12
)
同
前

(
13
)

「
黒
崎
記
録
」

(
『
八
幡
市
史
』

一
二
三
頁
)

(
14
)
天
明
七
年

=

月

「
黒
崎

船
町
中
井
船
持
中
よ
り
乍
恐
申
上
る
口
上
之
覚
」

(
同
前
、

一
二
九
頁

)

六
、

一
八
世
紀
末

ー

一
九
世
紀
初
頭

の
河
川
水
運
の
実
態

こ
こ
で
、

「続
風
土
記
附
録
」
に
よ

っ
て
、

一
八
世
紀
末
の
遠
賀
川
水
運
の
実
態

を
み
て
み
よ
う
。
表
で
、

「
続
風
土
記
」
と
比
較
し

つ
つ
気
の
つ
い
た
こ
と
を
あ
げ

て
み
る
と
、
ま
ず
渡
海
船
数
に
お
け
る
黒
崎
と
若
松
と
の
地
位
が
全
く
逆
転
し
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
間
の
経
過
の

一
端
は
す
で
に
述
べ
た
。
ま
た
川
船
が
丸
木

船
か
ら
川
締

へ
き
れ
い
に
変

っ
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
若
松

の
数

が
極
端
に
減

っ
て
い
る
。
河
川
交
通
を
担
う
若
松
か
ら
海
上
交
通
を
担
う
若
松

へ
の

機
能
転
換
が
行
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
間
に
、
先

に
み
た

よ
う
な
川
船
と
の
争
論
が
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
宝
暦

一
二
年

(
一
七
六

二
)
に
堀
川
が
開
通
し
て
船
が
芦
屋
ま
で
下
ら
ず
し
て
若
松
ま
で
直
接
行
け
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
の
は
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
石
炭

(燃
石
)
に
関
し
て
は
、
嘉
麻

・

穂
波

・
鞍
手
の
諸
郡
で
焼
い
た
も
の
は
皆
芦
屋
に
出
し
船
に
積
み
、
福
博

へ
販
売
し

て
い
る
と
し
て
い
る
。
但
し
こ
こ
で
は
十
州
塩
田

へ
の
販
売
に
関
す
る
こ
と
は
出
て

い
な
い
。

一
八
世
紀
も
末
と
も
な
る
と
、
石
炭
の
需
要
は
ま
す
ま
す
増
大
し
た
。
粕
屋
郡
の

「仲
原
村
記
録
」
天
明
八
年

(
一
七
八
八
)
の
項
に
よ
る
と
、

「
去

ル
夏

よ
り
石
炭

殊
の
外
高
値
に
相
成
、
市
中

へ
手
廻
り
不
致
候

二
付
、
他
国
出

ハ
勿
論
、
他
郡
出
等

も
稠
敷
御
留
」
に
な

っ
た
と
あ
る
。
天
明
八
年
に
は
再
び
市
中

へ
売
り
出
し
て
い
る

が
、
宝
暦
頃
は

一
石
に
つ
き
三
〇
文
ぐ
ら
い
で
あ

っ
た
の
が

「近
年
」
は

一
八
〇
文

に
ま
で
な

っ
て
い
る
と
あ
る
。

寛
政
二
年

(
一
七
九
〇
)
に
は
豊
前
国
田
川
郡
金
田
手
永
六
角
文
書
に

「御
米
船

石
積
に
而
差
聞
候
義
御
蔵
方
よ
り
船
方

へ
御
沙
汰
立
船
方
よ
り
申
出
る
」
と
あ
り
、

一
八
世
紀
末
に
は
石
炭
運
送
は
貢
米
運
送
に
差
し
支
え
る
ま
で
に
盛
ん
に
な

っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
豊
前
炭
は
筑
前
炭
よ
り
も
早
く
か
ら
十
州
塩
田
に
進
出
し
た
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
は
十
州
塩
田
で
の
需
要
増
大
と
そ
れ

へ
向
け
て
の
流

通
の
増
大
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
石
炭
価
格

は
高
く
な
り
、
次
第
に
購
買
力
の
乏
し
い
地
元
農
民
の
手
に
届
か
ぬ
も
の
と
な

っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
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『福
岡
県
史
』
第
二
巻
下
冊
二
三
九
頁

同
前
二
四
〇
頁

瓜
生
、
前
掲
論
文
八
頁

隅
谷
、
前
掲
書
六
頁

同
前
七
頁

お
わ
り
に

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
近
世
に
入
り
新
た
な
石
高
制
と
い
う
制
度
に
対
応
す

る
た
め
整
備
さ
れ
た
遠
賀
川
に
お
い
て
は
、

一
八
世
紀
初
頭
ま
で
は
運
送
の
中
心
は

貢
米
で
あ
り
、
そ
れ
に
農
民
の
非
自
給
物
資
が
付
随
す
る
程
度
で
あ

っ
た
。
し
か
る

に

一
八
世
紀
に
入
る
と
、
農
民
的
商
品
生
産
が
始
ま
り
、
そ
れ
に
対
応
し
た
農
民
的

流
通
が
始
ま

っ
た
。
領
主
側
で
は
そ
れ
を
う
ま
く
と
ら
え
る
形
で
体
制
を
強
化
し
た
。

石
炭
の
流
通
は

一
八
世
紀
に
入

っ
て
農
民
的
流
通
の

一
環
と
し
て
始
ま
り
、
拡
大

し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
即
ち

一
八
世
紀
初
頭
ま
で
は
全
く
自
給
的
で
あ

っ
た
。

石
炭
流
通
は
当
初
漁
村
や
塩
浜
、
並
び
に
福
博
市
中
に
対
し
行
わ
れ
た
が
、

一
八
世

紀
末
頃
か
ら
十
州
塩
田
へ
の
流
通
が
始
ま
り
、
漸
次
需
要
が
高
ま
り
流
通
量
が
増
え

て
貢
米
輸
送
を
差
し
支
え
さ
せ
る
ほ
ど
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
石
炭
流
通
の
盛
行

を
藩
が
見
逃
す
は
ず
は
な
く
、
文
化

=
二
年

の
焚
石
会
所
設
置
へ
と

つ
な
が

っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
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△
付
記
V

若
松
恵
比
須
神
社
宮
司
伊
高
英
俊
氏
に
は
、
史
料
閲
覧
の
上
で
た
い
へ
ん
便
宜
を
は

か

っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。


